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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータに、
　複数の情報処理装置のいずれかの情報処理装置についての動作情報と、当該動作情報の
採取時刻以前における前記いずれかの情報処理装置についての動作情報の採取時刻とを取
得し、
　前記コンピュータがアクセス可能な記憶部に記憶される履歴であって、前記複数の情報
処理装置のそれぞれについて取得した前記動作情報と取得した前記採取時刻とを対応付け
て蓄積する動作情報履歴から、取得した前記採取時刻に基づいて、前記いずれかの情報処
理装置に対応する動作情報履歴を特定し、
　取得した前記動作情報と、当該動作情報の採取時刻とを対応付けて、特定した前記動作
情報履歴として前記記憶部に蓄積する、
　処理を実行させることを特徴とする情報蓄積プログラム。
【請求項２】
　前記取得する処理は、前記複数の情報処理装置のそれぞれと通信可能である管理装置か
ら、前記いずれかの情報処理装置についての動作情報と、当該動作情報の採取時刻以前に
おける前記いずれかの情報処理装置についての動作情報の採取時刻とを取得することを特
徴とする請求項１に記載の情報蓄積プログラム。
【請求項３】
　前記コンピュータに、
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　前記いずれかの情報処理装置に対応する動作情報履歴が前記記憶部に存在しないことに
応じて、取得した前記動作情報と、当該動作情報の採取時刻とを対応付けて、動作情報履
歴として前記記憶部に蓄積する、
　処理を実行させることを特徴とする請求項１または２に記載の情報蓄積プログラム。
【請求項４】
　コンピュータが、
　複数の情報処理装置のいずれかの情報処理装置についての動作情報と、当該動作情報の
採取時刻以前における前記いずれかの情報処理装置についての動作情報の採取時刻とを取
得し、
　前記コンピュータがアクセス可能な記憶部に記憶される履歴であって、前記複数の情報
処理装置のそれぞれについて取得した前記動作情報と取得した前記採取時刻とを対応付け
て蓄積する動作情報履歴から、取得した前記採取時刻に基づいて、前記いずれかの情報処
理装置に対応する動作情報履歴を特定し、
　取得した前記動作情報と、当該動作情報の採取時刻とを対応付けて、特定した前記動作
情報履歴として前記記憶部に蓄積する、
　処理を実行することを特徴とする情報蓄積方法。
【請求項５】
　複数の情報処理装置のいずれかの情報処理装置についての動作情報と、当該動作情報の
採取時刻以前における前記いずれかの情報処理装置についての動作情報の採取時刻とを取
得し、記憶部に記憶される履歴であって、前記複数の情報処理装置のそれぞれについて取
得した前記動作情報と取得した前記採取時刻とを対応付けて蓄積する動作情報履歴から、
取得した前記採取時刻に基づいて、前記いずれかの情報処理装置に対応する動作情報履歴
を特定し、取得した前記動作情報と、当該動作情報の採取時刻とを対応付けて、特定した
前記動作情報履歴として蓄積する制御部、
　を有することを特徴とする情報蓄積装置。
【請求項６】
　複数の情報処理装置に含まれ、自装置についての動作情報を採取し、自装置についての
動作情報を採取する都度、採取した前記動作情報と、当該動作情報の採取時刻以前におけ
る自装置についての動作情報の採取時刻とを出力する情報処理装置と、
　前記情報処理装置についての動作情報と、前記採取時刻とを取得し、記憶部に記憶され
る履歴であって、前記複数の情報処理装置のそれぞれについて取得した前記動作情報と取
得した前記採取時刻とを対応付けて蓄積する動作情報履歴から、取得した前記採取時刻に
基づいて、前記情報処理装置に対応する動作情報履歴を特定し、取得した前記動作情報と
、当該動作情報の採取時刻とを対応付けて、特定した前記動作情報履歴として前記記憶部
に蓄積する情報蓄積装置と、
　を有することを特徴とする情報蓄積システム。
【請求項７】
　前記情報処理装置は、
　前記複数の情報処理装置のいずれかが実行するプロセスを含む業務処理の識別情報を受
け付けたことに応じて、自装置が実行するプロセスを含む業務処理の識別情報を記憶する
記憶部の記憶内容に、受け付けた前記業務処理の識別情報が記憶されているか否かを判定
し、
　前記業務処理の識別情報が記憶されていると判定したことに応じて、自装置の動作情報
を採取する、
　ことを特徴とする請求項６に記載の情報蓄積システム。
【請求項８】
　前記情報処理装置は、
　前記複数の情報処理装置のいずれかが実行するプロセスを含む業務処理の実行中におけ
る自装置が実行した複数のプロセスのそれぞれの第１実行情報と、当該業務処理の実行中
以外における前記複数のプロセスのそれぞれの第２実行情報とを取得し、
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　取得した前記複数のプロセスのそれぞれの第１実行情報および第２実行情報に基づいて
、当該業務処理が、自装置が実行したプロセスを含む業務処理であるか否かを判定し、
　自装置が実行したプロセスを含む業務処理であると判定したことに応じて、当該業務処
理の識別情報を前記記憶部に記憶する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の情報蓄積システム。
【請求項９】
　前記情報処理装置は、
　前記複数の情報処理装置のいずれかにおいて発生した障害の識別情報を受け付けたこと
に応じて、自装置において発生した障害の識別情報を記憶する記憶部の記憶内容に、受け
付けた前記障害の識別情報が記憶されているか否かを判定し、
　前記障害の識別情報が記憶されていると判定したことに応じて、自装置の動作情報を採
取する、
　ことを特徴とする請求項６～８のいずれか一つに記載の情報蓄積システム。
【請求項１０】
　前記情報処理装置は、
　自装置が実行するプロセスの完了確認要求を受け付け、自装置において実行中のプロセ
スの識別情報を記憶する記憶部の記憶内容に、完了確認要求された前記プロセスの識別情
報が記憶されているか否かを判定し、
　前記プロセスの識別情報が記憶されていることに応じて、自装置の動作情報を採取する
、
　ことを特徴とする請求項６～９のいずれか一つに記載の情報蓄積システム。
【請求項１１】
　前記情報処理装置は、
　自装置が実行するプロセスの起動確認要求を受け付け、自装置において実行中のプロセ
スの識別情報を記憶する記憶部の記憶内容に、起動確認要求された前記プロセスの識別情
報が記憶されているか否かを判定し、
　前記プロセスの識別情報が記憶されていないことに応じて、自装置の動作情報を採取す
る、
　ことを特徴とする請求項６～１０のいずれか一つに記載の情報蓄積システム。
【請求項１２】
　前記情報処理装置は、
　再起動の要求を受け付けたことに応じて、自装置の再起動を行い、
　再起動が完了したことに応じて、再起動の完了通知を出力する、
　ことを特徴とする請求項６～１１のいずれか一つに記載の情報蓄積システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報蓄積プログラム、情報蓄積方法、情報蓄積装置、および情報蓄積システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数のマシンにより実現される業務処理システムを提供するサービスがある。サ
ービスの利用者は、業務処理システムに障害が発生した場合、業務処理システムに含まれ
るマシンの動作情報を、サービスの提供者に送信する。サービスの提供者は、サービスの
利用者から受信した動作情報に基づいて障害調査を行い、障害対策を行う。関連する技術
としては、例えば、下記特許文献１に記載された技術がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１７５５１３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来技術では、サービスの提供者は、サービスの利用者から得
た動作情報が、どのマシンで採取された動作情報であるかを特定することが困難なことが
ある。例えば、情報漏洩対策のために、サービスの利用者から得たマシンの動作情報に当
該マシンのＩＰアドレスなどといった当該マシンの識別子が付与されていない場合がある
。この場合、サービスの提供者は、どのマシンで採取された動作情報であるかを特定する
ことができず、マシン単位で動作情報を蓄積することができず、障害調査を行う際に障害
が発生したマシンの過去の動作情報を参照することができず、障害調査が困難になる。
【０００５】
　１つの側面では、本発明は、情報処理装置単位で動作情報を蓄積することができる情報
蓄積プログラム、情報蓄積方法、情報蓄積装置、および情報蓄積システムを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一側面によれば、複数の情報処理装置のいずれかの情報処理装置についての動
作情報と、当該動作情報の採取時刻以前における前記いずれかの情報処理装置についての
動作情報の採取時刻とを取得し、前記コンピュータがアクセス可能な記憶部に記憶される
履歴であって、前記複数の情報処理装置のそれぞれについて取得した前記動作情報と取得
した前記採取時刻とを対応付けて蓄積する動作情報履歴から、取得した前記採取時刻に基
づいて、前記いずれかの情報処理装置に対応する動作情報履歴を特定し、取得した前記動
作情報と、当該動作情報の採取時刻とを対応付けて、特定した前記動作情報履歴として前
記記憶部に蓄積する情報蓄積プログラム、情報蓄積方法、および情報蓄積装置が提案され
る。
【０００７】
　また、本発明の一側面によれば、複数の情報処理装置に含まれ、自装置についての動作
情報を採取し、自装置についての動作情報を採取する都度、採取した前記動作情報と、当
該動作情報の採取時刻以前における自装置についての動作情報の採取時刻とを出力する情
報処理装置と、前記情報処理装置についての動作情報と、前記採取時刻とを取得し、記憶
部に記憶される履歴であって、前記複数の情報処理装置のそれぞれについて取得した前記
動作情報と取得した前記採取時刻とを対応付けて蓄積する動作情報履歴から、取得した前
記採取時刻に基づいて、前記情報処理装置に対応する動作情報履歴を特定し、取得した前
記動作情報と、当該動作情報の採取時刻とを対応付けて、特定した前記動作情報履歴とし
て前記記憶部に蓄積する情報蓄積装置と、を有する情報蓄積システムが提案される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一態様によれば、情報処理装置単位で動作情報を蓄積することができるという
効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本実施の形態にかかる情報蓄積システムの一実施例を示す説明図である
。
【図２】図２は、情報蓄積システム２００の構成例を示す説明図である。
【図３】図３は、コンピュータ３００のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図４】図４は、関連性テーブル４００の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図５】図５は、採取履歴テーブル５００の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図６】図６は、調査情報６００の内容の一例を示す説明図である。
【図７】図７は、ログファイル７００の内容の一例を示す説明図である。
【図８】図８は、ＩＰテーブル８００の記憶内容の一例を示す説明図である。
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【図９】図９は、ユーザテーブル９００の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図１０】図１０は、動作情報履歴テーブル１０００の記憶内容の一例を示す説明図であ
る。
【図１１】図１１は、故障管理テーブル１１００の記憶内容の一例を示す説明図である。
【図１２】図１２は、情報処理装置１１０の機能的構成例を示すブロック図である。
【図１３】図１３は、管理装置２０１の機能的構成例を示すブロック図である。
【図１４】図１４は、情報蓄積装置１００の機能的構成例を示すブロック図である。
【図１５】図１５は、第１の採取パターンにおける準備動作を示す説明図（その１）であ
る。
【図１６】図１６は、第１の採取パターンにおける準備動作を示す説明図（その２）であ
る。
【図１７】図１７は、第１の採取パターンにおける準備動作を示す説明図（その３）であ
る。
【図１８】図１８は、第１の採取パターンにおける準備動作を示す説明図（その４）であ
る。
【図１９】図１９は、第１の採取パターンにおける採取動作を示す説明図である。
【図２０】図２０は、第２の採取パターンにおける採取動作を示す説明図である。
【図２１】図２１は、第３の採取パターンにおける採取動作を示す説明図である。
【図２２】図２２は、第４の採取パターンにおける採取動作を示す説明図である。
【図２３】図２３は、準備動作の指示処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２４】図２４は、準備処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２５】図２５は、調査処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２６】図２６は、採取処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２７】図２７は、第１の採取パターンにおける採取処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２８】図２８は、第２の採取パターンにおける採取処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２９】図２９は、第３の採取パターンにおける採取処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図３０】図３０は、第４の採取パターンにおける採取処理手順の一例を示すフローチャ
ートである。
【図３１】図３１は、採取指示処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図３２】図３２は、第１の採取パターンの採取指示の出力処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図３３】図３３は、第２の採取パターンの採取指示の出力処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図３４】図３４は、第３の採取パターンの採取指示の出力処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図３５】図３５は、第４の採取パターンの採取指示の出力処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図３６】図３６は、情報蓄積処理手順の一例を示すフローチャート（その１）である。
【図３７】図３７は、情報蓄積処理手順の一例を示すフローチャート（その２）である。
【図３８】図３８は、確認処理手順の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に添付図面を参照して、本発明にかかる情報蓄積プログラム、情報蓄積方法、情報
蓄積装置、および情報蓄積システムの実施の形態を詳細に説明する。
【００１１】
（情報蓄積システムの一実施例）
　図１は、本実施の形態にかかる情報蓄積システムの一実施例を示す説明図である。情報
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蓄積装置１００は、業務処理システムを提供する提供者側に存在し、情報蓄積プログラム
を実行するコンピュータである。
【００１２】
　情報蓄積装置１００は、管理テーブル１０１と、業務処理システムを実現する複数の情
報処理装置１１０の情報処理装置１１０単位の動作情報履歴１０２とを記憶する。以下の
説明では、情報処理装置１１０に接尾語「－ｉ（ｉは自然数）」を付与して、情報処理装
置１１０のそれぞれを区別する場合がある。例えば、図１の左側に存在する情報処理装置
１１０を「情報処理装置１１０－１」と表記する場合がある。
【００１３】
　ここで、管理テーブル１０１は、業務処理システムを使用する使用者の識別情報に、業
務処理システムを実現する情報処理装置１１０単位の動作情報履歴１０２を記憶する記憶
領域のアドレスを対応付けたテーブルである。動作情報履歴１０２は、情報処理装置１１
０により採取された動作情報と、当該動作情報の採取時刻とを対応付けた情報である。
【００１４】
　情報蓄積装置１００は、情報処理装置１１０により採取された動作情報と、当該動作情
報の採取時刻以前に採取された動作情報の採取時刻一覧１１１とを情報処理装置１１０か
ら取得して、情報処理装置１１０の動作情報履歴１０２を更新する。動作情報は、情報処
理装置１１０の動作内容を示す情報である。
【００１５】
　情報処理装置１１０は、業務処理システムを使用する使用者側に存在し、情報処理プロ
グラムを実行するコンピュータである。情報処理装置１１０は、それぞれ、情報処理装置
１１０により採取された動作情報の採取時刻一覧１１１を記憶する。採取時刻一覧１１１
は、動作情報の採取指示を受け付けた時刻、または動作情報の採取が終了した時刻などの
一覧である。
【００１６】
　情報処理装置１１０は、業務処理システムに障害が発生した場合などに採取指示を受け
付けると、情報処理装置１１０の動作情報を採取し、当該動作情報の採取時刻を採取時刻
一覧１１１に記録し、当該動作情報と採取時刻一覧１１１とを出力する。
【００１７】
　図１では、業務処理システムを実現する複数の情報処理装置１１０に含まれる情報処理
装置１１０において障害が発生した場合を例に挙げる。業務処理システムを使用する使用
者は、情報処理装置１１０において障害が発生したため、情報処理装置１１０に採取指示
を入力する。
【００１８】
　情報処理装置１１０は、採取指示を受け付けると、情報処理装置１１０の動作情報を採
取し、当該動作情報の採取時刻を採取時刻一覧１１１に記録し、当該動作情報と採取時刻
一覧１１１とを出力する。ここで、情報処理装置１１０は、情報漏洩対策のため、情報処
理装置１１０のＩＰアドレスなどを動作情報や採取時刻一覧１１１に付与しない。ここで
、情報処理装置１１０は、動作情報とともに、障害調査のためのログファイルやダンプフ
ァイルなどを出力してもよい。
【００１９】
　また、情報処理装置１１０は、例えば、情報漏洩対策のため、情報蓄積装置１００と直
接通信せず、動作情報と採取時刻一覧１１１とを他の装置に出力して、動作情報と採取時
刻一覧１１１とを他の装置を介して情報蓄積装置１００に取得させる。情報蓄積装置１０
０は、情報処理装置１１０から出力された動作情報と採取時刻一覧１１１とを取得する。
【００２０】
　次に、情報蓄積装置１００は、情報処理装置１１０単位の動作情報履歴１０２の中から
、取得した採取時刻一覧１１１に基づいて、情報処理装置１１０の動作情報履歴１０２を
特定する。情報蓄積装置１００は、ＩＰアドレスなどの情報がなくても、動作情報履歴１
０２に含まれる過去に取得した動作情報の採取時刻が、採取時刻一覧１１１に含まれる採



(7) JP 6233107 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

取時刻と一致するか否かに基づいて、情報処理装置１１０の動作情報履歴１０２を特定す
る。そして、情報蓄積装置１００は、採取時刻一覧１１１に基づいて、取得した動作情報
に、当該動作情報の採取時刻を対応付けて、特定した動作情報履歴１０２に記録する。
【００２１】
　これにより、情報蓄積装置１００は、ＩＰアドレスなどといった、業務処理システムを
使用する使用者側から漏洩させない方がよい情報を取得しなくても、動作情報を採取した
情報処理装置１１０の動作情報履歴１０２を特定して更新することができる。結果として
、情報蓄積装置１００は、情報処理装置１１０単位で動作情報履歴１０２を記憶すること
ができる。
【００２２】
　また、業務処理システムを使用する使用者は、情報処理装置１１０の識別情報が漏洩す
ることを防止することができ、業務処理システムの安全性を向上させることができる。ま
た、情報蓄積装置１００は、特定した動作情報履歴１０２を出力して、情報蓄積装置１０
０の使用者に通知することができる。このため、情報蓄積装置１００の使用者は、取得し
た動作情報に加えて、情報処理装置１１０により過去に採取された動作情報を参照して、
障害対策を行うことができ、障害対策の精度を向上することができる。
【００２３】
　情報蓄積装置１００の利用者は、例えば、いずれかの情報処理装置１１０において、過
去に発生した障害を参照して、いずれかの情報処理装置１１０の障害対策を行うことがで
きる。また、情報蓄積装置１００の利用者は、例えば、いずれかの情報処理装置１１０だ
けで、頻繁に同様の障害が発生しているかどうかを把握して、障害対策を行うことができ
る。また、情報蓄積装置１００の利用者は、例えば、複数の情報処理装置１１０で、共通
して、同様の障害が発生しているかどうかを把握して、障害対策を行うことができる。
【００２４】
　ここでは、情報蓄積装置１００が、情報処理装置１１０単位の動作情報履歴１０２の中
から、取得した採取時刻一覧１１１に基づいて、情報処理装置１１０の動作情報履歴１０
２を特定する場合について説明したが、これに限らない。例えば、情報蓄積装置１００は
、情報処理装置１１０単位の動作情報履歴１０２の中から、取得した採取時刻に基づいて
、情報処理装置１１０の動作情報履歴１０２を特定してもよい。具体的には、情報蓄積装
置１００は、情報処理装置１１０単位の動作情報履歴１０２に含まれる採取時刻に規則性
がある場合に、取得した採取時刻が規則性に沿っている動作情報履歴１０２を特定する。
【００２５】
（情報蓄積システム２００の構成例）
　図２は、情報蓄積システム２００の構成例を示す説明図である。図２において、情報蓄
積システム２００は、情報蓄積装置１００と、業務処理システム２１０と、を有する。業
務処理システム２１０は、情報処理装置１１０と、管理装置２０１と、作業装置２０２と
、調査装置２０３と、を有する。
【００２６】
　情報処理装置１１０と、管理装置２０１と、作業装置２０２と、調査装置２０３とは、
ネットワークにより接続される。ネットワークは、例えば、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、インターネッ
ト、携帯電話網などである。
【００２７】
　管理装置２０１は、情報処理装置１１０を管理するコンピュータである。作業装置２０
２は、情報処理装置１１０を使用して作業するコンピュータである。調査装置２０３は、
情報処理装置１１０に関連するアプリケーションを調査するコンピュータである。
【００２８】
　情報蓄積装置１００は、例えば、サーバ、ノート型パソコン、デスクトップ型パソコン
などである。情報処理装置１１０は、例えば、サーバ、ノート型パソコン、デスクトップ
型パソコンなどである。管理装置２０１は、例えば、ノート型パソコン、デスクトップ型
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パソコン、携帯電話機、スマートフォン、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏ
ｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、タブレット型端末などである。作業装置２０２は、例えば、ノー
ト型パソコン、デスクトップ型パソコン、携帯電話機、スマートフォン、ＰＨＳ、タブレ
ット型端末などである。調査装置２０３は、例えば、ノート型パソコン、デスクトップ型
パソコン、携帯電話機、スマートフォン、ＰＨＳ、タブレット型端末などである。
【００２９】
（情報蓄積装置１００のハードウェア構成例）
　次に、図３を用いて、情報蓄積装置１００を実現するコンピュータ３００のハードウェ
ア構成例について説明する。
【００３０】
　図３は、コンピュータ３００のハードウェア構成例を示すブロック図である。図３にお
いて、コンピュータ３００は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）３０１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０２と、ＲＡＭ（Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）３０３と、を有する。
【００３１】
　また、コンピュータ３００は、さらに、磁気ディスクドライブ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　
Ｄｒｉｖｅ）３０４と、磁気ディスク３０５と、光ディスクドライブ３０６と、光ディス
ク３０７と、を有する。また、コンピュータ３００は、さらに、ディスプレイ３０８と、
インターフェース（Ｉ／Ｆ：Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）３０９と、キーボード３１０と、マウ
ス３１１と、スキャナ３１２と、プリンタ３１３と、を有する。また、各構成部はバス３
２０によってそれぞれ接続されている。
【００３２】
　ここで、ＣＰＵ３０１は、コンピュータ３００の全体の制御を司る。ＲＯＭ３０２は、
例えば、本実施の形態にかかる情報蓄積プログラム、およびブートプログラムなどのプロ
グラムを記憶している。ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１のワークエリアとして使用される
。ＲＡＭ３０３は、例えば、図９に後述するユーザテーブル９００、図１０に後述する動
作情報履歴テーブル１０００、図１１に後述する故障管理テーブル１１００などを記憶す
る。磁気ディスクドライブ３０４は、ＣＰＵ３０１の制御にしたがって磁気ディスク３０
５に対するデータのリード／ライトを制御する。磁気ディスク３０５は、磁気ディスクド
ライブ３０４の制御で書き込まれたデータを記憶する。
【００３３】
　光ディスクドライブ３０６は、ＣＰＵ３０１の制御にしたがって光ディスク３０７に対
するデータのリード／ライトを制御する。光ディスク３０７は、光ディスクドライブ３０
６の制御で書き込まれたデータを記憶したり、光ディスク３０７に記憶されたデータをコ
ンピュータ３００に読み取らせたりする。
【００３４】
　ディスプレイ３０８は、カーソル、アイコンあるいはツールボックスをはじめ、文書、
画像、機能情報などのデータを表示する。このディスプレイ３０８は、例えば、液晶ディ
スプレイ、プラズマディスプレイなどを採用することができる。
【００３５】
　Ｉ／Ｆ３０９は、通信回線を通じてＬＡＮ、ＷＡＮ、インターネットなどのネットワー
ク３１４に接続され、このネットワーク３１４を介して他の装置に接続される。そして、
Ｉ／Ｆ３０９は、ネットワーク３１４と内部のインターフェースを司り、外部装置からの
データの入出力を制御する。Ｉ／Ｆ３０９には、例えば、モデムやＬＡＮアダプタなどを
採用することができる。
【００３６】
　キーボード３１０は、文字、数字、各種指示などの入力のためのキーを備え、データの
入力を行う。また、タッチパネル式の入力パッドやテンキーなどであってもよい。マウス
３１１は、カーソルの移動や範囲選択、あるいはウィンドウの移動やサイズの変更などを
行う。ポインティングデバイスとして同様に機能を備えるものであれば、トラックボール
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やジョイスティックなどであってもよい。
【００３７】
　スキャナ３１２は、画像を光学的に読み取り、コンピュータ３００内に画像データを取
り込む。なお、スキャナ３１２は、ＯＣＲ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒ　Ｒｅ
ａｄｅｒ）機能を持たせてもよい。また、プリンタ３１３は、画像データや文書データを
印刷する。プリンタ３１３には、例えば、レーザプリンタやインクジェットプリンタを採
用することができる。また、光ディスクドライブ３０６、光ディスク３０７、ディスプレ
イ３０８、キーボード３１０、マウス３１１、スキャナ３１２、およびプリンタ３１３の
少なくともいずれか１つは、なくてもよい。
【００３８】
（情報処理装置１１０のハードウェア構成例）
　次に、情報処理装置１１０を実現するコンピュータのハードウェア構成例について説明
する。情報処理装置１１０を実現するコンピュータのハードウェア構成例は、ＲＯＭ３０
２およびＲＡＭ３０３の記憶内容を除き、図３に示したコンピュータ３００のハードウェ
ア構成例と同様のため、説明を省略する。情報処理装置１１０を実現する場合、ＲＯＭ３
０２は、例えば、業務処理を行うプログラム、動作情報を採取する採取プログラム、情報
処理装置１１０の障害の発生を監視する監視プログラム、およびブートプログラムなどの
プログラムを記憶している。また、ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１のワークエリアとして
使用される。ＲＡＭ３０３は、例えば、図４に後述する関連性テーブル４００、図５に後
述する採取履歴テーブル５００、図６に後述する調査情報６００、図７に後述するログフ
ァイル７００などを記憶する。
【００３９】
（管理装置２０１のハードウェア構成例）
　次に、管理装置２０１を実現するコンピュータのハードウェア構成例について説明する
。管理装置２０１を実現するコンピュータのハードウェア構成例は、ＲＯＭ３０２および
ＲＡＭ３０３の記憶内容を除き、図３に示したコンピュータ３００のハードウェア構成例
と同様のため、説明を省略する。管理装置２０１を実現する場合、ＲＯＭ３０２は、例え
ば、情報処理装置１１０の障害の発生を監視する監視プログラム、およびブートプログラ
ムなどのプログラムを記憶している。また、ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１のワークエリ
アとして使用される。ＲＡＭ３０３は、例えば、図８に後述するＩＰテーブル８００など
を記憶する。
【００４０】
（作業装置２０２のハードウェア構成例）
　次に、作業装置２０２を実現するコンピュータのハードウェア構成例について説明する
。作業装置２０２を実現するコンピュータのハードウェア構成例は、図３に示したコンピ
ュータ３００のハードウェア構成例と同様のため、説明を省略する。作業装置２０２を実
現する場合、ＲＯＭ３０２は、例えば、ブートプログラムなどのプログラムを記憶してい
る。また、ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１のワークエリアとして使用される。
【００４１】
（調査装置２０３のハードウェア構成例）
　次に、調査装置２０３を実現するコンピュータのハードウェア構成例について説明する
。調査装置２０３を実現するコンピュータのハードウェア構成例は、図３に示したコンピ
ュータ３００のハードウェア構成例と同様のため、説明を省略する。調査装置２０３を実
現する場合、ＲＯＭ３０２は、例えば、ブートプログラムなどのプログラムを記憶してい
る。また、ＲＡＭ３０３は、ＣＰＵ３０１のワークエリアとして使用される。
【００４２】
（関連性テーブル４００の記憶内容）
　次に、図４を用いて、関連性テーブル４００の記憶内容の一例について説明する。関連
性テーブル４００は、情報処理装置１１０によって記憶される。関連性テーブル４００は
、例えば、情報処理装置１１０が図３に示したハードウェア構成である場合、情報処理装



(10) JP 6233107 B2 2017.11.22

10

20

30

40

50

置１１０が有するＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域
によって実現される。
【００４３】
　図４は、関連性テーブル４００の記憶内容の一例を示す説明図である。図４に示すよう
に、関連性テーブル４００は、名称項目に対応付けて、関連性項目を有し、アプリケーシ
ョンごとに各項目に情報が設定されることにより、レコードを記憶する。
【００４４】
　名称項目には、業務処理の名称が記憶される。関連性項目には、名称項目の業務処理が
、関連性テーブル４００を記憶する情報処理装置１１０に関連する業務処理であるか否か
が記憶される。例えば、レコード４０１は、業務処理の名称「アプリＡ」と、関連性「あ
り」と、を含む関連性情報を示す。情報処理装置１１０は、関連性テーブル４００に基づ
いて、業務処理が自装置に関連するか否かを判定する。
【００４５】
（採取履歴テーブル５００の記憶内容）
　次に、図５を用いて、採取履歴テーブル５００の記憶内容の一例について説明する。採
取履歴テーブル５００は、情報処理装置１１０によって記憶される。採取履歴テーブル５
００は、例えば、情報処理装置１１０が図３に示したハードウェア構成である場合、情報
処理装置１１０が有するＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記
憶領域によって実現される。
【００４６】
　図５は、採取履歴テーブル５００の記憶内容の一例を示す説明図である。図５に示すよ
うに、採取履歴テーブル５００は、時刻項目に対応付けて、内容項目を有し、採取時刻ご
とに各項目に情報が設定されることにより、レコードを記憶する。
【００４７】
　時刻項目には、採取時刻が記憶される。内容項目には、情報処理装置１１０の動作を示
す動作情報が記憶される。例えば、レコード５０１は、採取時刻「２０１１／０６／２８
　０５：１４：１８」と、動作情報「アプリＡ」と、を含む採取履歴情報を示す。情報処
理装置１１０は、採取履歴テーブル５００を用いて、採取時刻一覧１１１を記録する。
【００４８】
（調査情報６００の内容）
　次に、図６を用いて、調査情報６００の内容の一例について説明する。調査情報６００
は、情報処理装置１１０によって記憶される。調査情報６００は、例えば、情報処理装置
１１０が図３に示したハードウェア構成である場合、情報処理装置１１０が有するＲＡＭ
３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域によって実現される。
【００４９】
　図６は、調査情報６００の内容の一例を示す説明図である。図６に示すように、調査情
報６００は、図５に示す採取履歴テーブル５００、図７に後述するログファイル７００、
およびダンプファイルなどを含む。ログファイル７００とは、エラー情報をサイクリック
に記録したファイルである。ダンプファイルは、ある時点における、メモリ、レジスタ、
ファイル、またはディスクなどの内容をすべて記録したファイルである。情報処理装置１
１０は、調査情報６００を用いて、障害対策のための情報を記録する。
【００５０】
（ログファイル７００の内容）
　次に、図７を用いて、ログファイル７００の内容の一例について説明する。ログファイ
ル７００は、情報処理装置１１０によって記憶される。ログファイル７００は、例えば、
情報処理装置１１０が図３に示したハードウェア構成である場合、情報処理装置１１０が
有するＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域によって実
現される。
【００５１】
　図７は、ログファイル７００の内容の一例を示す説明図である。図７に示すように、ロ
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グファイル７００は、ＩＤ項目に対応付けて、種類項目と、時刻項目と、ソース項目とを
有し、エラーごとに各項目に情報が設定されることにより、レコードを記憶する。
【００５２】
　ＩＤ項目には、エラーの識別子が記憶される。種類項目には、ＩＤ項目のエラーの種類
が記憶される。時刻項目には、ＩＤ項目のエラーが発生した時刻が記憶される。ソース項
目には、ＩＤ項目のエラーの内容が記憶される。
【００５３】
　例えば、レコード７０１は、エラーの種類「エラー」と、エラーの発生した時刻「２０
１３／０８／０５　１２：２２：５７」と、エラーのソース「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｍａｎａｇｅｒ」と、エラーの識別子「７０１１」とを含む動作情報を示す。情
報処理装置１１０は、ログファイル７００を用いて、所定回数分のエラーの内容を記録す
る。
【００５４】
（ＩＰテーブル８００の記憶内容）
　次に、図８を用いて、ＩＰテーブル８００の記憶内容の一例について説明する。ＩＰテ
ーブル８００は、例えば、管理装置２０１によって記憶される。ＩＰテーブル８００は、
例えば、管理装置２０１が図３に示したハードウェア構成である場合、管理装置２０１が
有するＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域によって実
現される。
【００５５】
　図８は、ＩＰテーブル８００の記憶内容の一例を示す説明図である。図８に示すように
、ＩＰテーブル８００は、ＩＰアドレス項目を有し、情報処理装置１１０ごとに各項目に
情報が設定されることにより、レコードを記憶する。ＩＰアドレス項目には、情報処理装
置１１０のＩＰが記憶される。例えば、レコード８０１は、情報処理装置１１０のＩＰア
ドレス「１９２．１６８．１０．１」を含むＩＰ情報を示す。管理装置２０１は、ＩＰテ
ーブル８００に基づいて、データの送信先になる情報処理装置１１０を特定する。
【００５６】
（ユーザテーブル９００の記憶内容）
　次に、図９を用いて、ユーザテーブル９００の記憶内容の一例について説明する。ユー
ザテーブル９００は、情報蓄積装置１００によって記憶される。ユーザテーブル９００は
、例えば、情報蓄積装置１００が図３に示したハードウェア構成である場合、情報蓄積装
置１００が有するＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域
によって実現される。
【００５７】
　図９は、ユーザテーブル９００の記憶内容の一例を示す説明図である。図９に示すよう
に、ユーザテーブル９００は、ユーザ項目に対応付けて、履歴数項目と、アドレス項目と
、を有し、ユーザごとに各項目に情報が設定されることにより、レコードを記憶する。
【００５８】
　ユーザ項目には、業務処理システム２１０を使用する使用者の識別子が記憶される。履
歴数項目には、ユーザ項目の使用者が使用する業務処理システム２１０に含まれる情報処
理装置１１０単位の動作情報履歴１０２の数が記憶される。アドレス項目には、ユーザ項
目の使用者が使用する業務処理システム２１０に含まれる情報処理装置１１０単位の動作
情報履歴１０２の格納場所が記憶される。例えば、レコード９０１は、ユーザの識別子「
０３２－１２３４」と、履歴の数「５」と、アドレス「ＸＸＸＸＸ」と、を含むユーザ情
報を示す。情報蓄積装置１００は、ユーザテーブル９００に基づいて、業務処理システム
２１０における情報処理装置１１０単位の動作情報履歴１０２の格納場所を特定する。
【００５９】
（動作情報履歴テーブル１０００の記憶内容）
　次に、図１０を用いて、動作情報履歴テーブル１０００の記憶内容の一例について説明
する。動作情報履歴テーブル１０００は、情報蓄積装置１００によって記憶される。動作
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情報履歴テーブル１０００は、例えば、情報蓄積装置１００が図３に示したハードウェア
構成である場合、情報蓄積装置１００が有するＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光デ
ィスク３０７などの記憶領域によって実現される。
【００６０】
　図１０は、動作情報履歴テーブル１０００の記憶内容の一例を示す説明図である。図１
０に示すように、動作情報履歴テーブル１０００は、ＩＤ項目に対応付けて、時刻項目と
、内容項目と、を有し、動作情報履歴１０２ごとに各項目に情報が設定されることにより
、レコードを記憶する。
【００６１】
　ＩＤ項目には、動作情報履歴１０２の識別子が記憶される。時刻項目には、ＩＤ項目の
動作情報履歴１０２に含まれる動作情報を採取した採取時刻が記憶される。内容項目には
、ＩＤ項目の動作情報履歴１０２に含まれる動作情報が記憶される。例えば、レコード１
００１は、「１」と、「２０１１／０６／２８　０５：１４」と、「アプリＡ」と、を含
む動作情報を示す。情報蓄積装置１００は、動作情報履歴テーブル１０００を用いて、情
報処理装置１１０単位の動作情報履歴１０２を記録する。
【００６２】
（故障管理テーブル１１００の記憶内容）
　次に、図１１を用いて、故障管理テーブル１１００の記憶内容の一例について説明する
。故障管理テーブル１１００は、情報蓄積装置１００によって記憶される。故障管理テー
ブル１１００は、例えば、情報蓄積装置１００が図３に示したハードウェア構成である場
合、情報蓄積装置１００が有するＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７
などの記憶領域によって実現される。
【００６３】
　図１１は、故障管理テーブル１１００の記憶内容の一例を示す説明図である。図１１に
示すように、故障管理テーブル１１００は、ＩＤ項目に対応付けて、時刻項目と、内容項
目と、を有し、故障調査ごとに各項目に情報が設定されることにより、レコードを記憶す
る。
【００６４】
　ＩＤ項目には、故障の識別子が記憶される。時刻項目には、ＩＤ項目の故障に関連する
動作情報を採取した採取時刻が記憶される。内容項目には、ＩＤ項目の故障に関連する動
作情報が記憶される。
【００６５】
　例えば、レコード１１０１は、故障の識別子「１」と、採取時刻「２０１１／０６／２
８　０５：１４：１８」と、動作情報「アプリＡ」と、を含む動作情報を示す。情報蓄積
装置１００は、故障管理テーブル１１００を用いて、発生した故障に関連する動作情報履
歴１０２を記録する。
【００６６】
（情報処理装置１１０の機能的構成例）
　次に、図１２を用いて、情報処理装置１１０の機能的構成例について説明する。
【００６７】
　図１２は、情報処理装置１１０の機能的構成例を示すブロック図である。情報処理装置
１１０は、制御部となる機能として、受付部１２０１と、記憶部１２０２と、判定部１２
０３と、採取部１２０４と、出力部１２０５と、取得部１２０６と、記録部１２０７と、
を含む。
【００６８】
　情報処理装置１１０は、情報処理装置１１０の利用者から操作入力された動作情報の採
取指示の種類に応じて、第１の採取パターン～第４の採取パターンのいずれかを実行する
。以下、第１の採取パターン～第４の採取パターンのそれぞれのパターンにおける情報処
理装置１１０の採取動作について説明する。
【００６９】
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＜第１の採取パターンにおける採取動作＞
　まず、第１の採取パターンにおける採取動作について説明する。第１の採取パターンは
、情報処理装置１１０が、動作情報の採取指示として、業務処理に関連する動作情報の採
取指示を受け付けた場合のパターンである。ここで、第１の採取パターンにおける採取動
作は、受付部１２０１と、判定部１２０３と、採取部１２０４と、出力部１２０５とによ
って実現される。
【００７０】
　受付部１２０１は、第１パラメータを含む採取指示を受け付ける。ここで、第１パラメ
ータとは、動作情報の採取の原因を示す情報である。動作情報の採取の原因とは、例えば
、障害が発生した業務処理、情報処理装置１１０のスローダウンの障害、情報処理装置１
１０の資源不足の障害、情報処理装置１１０のエラーメッセージの出力、プロセスの動作
の障害などである。
【００７１】
　また、受付部１２０１は、第１パラメータの他に、動作情報採取の原因を示す情報を補
足する、第２パラメータや第３パラメータを含む採取指示を受け付けてもよい。第２パラ
メータや第３パラメータは、例えば、業務処理の識別情報、資源不足の障害の識別情報、
エラーメッセージの識別情報、プロセスの動作の障害の内容などである。
【００７２】
　受付部は、例えば、監視対象の複数の情報処理装置１１０のいずれかが実行するプロセ
スを含む業務処理の識別情報を受け付ける。ここで、業務処理の識別情報とは、例えば、
業務処理を行うアプリケーションの名称である。受付部１２０１は、具体的には、第１パ
ラメータ「業務処理」と、業務処理のアプリケーションの名称である第２パラメータ「ア
プリＡ」を受け付ける。第１パラメータ、第２パラメータ、および第３パラメータは、情
報処理装置１１０の利用者が、情報処理装置１１０が有するキーボード３１０、またはマ
ウス３１１を用いて操作入力した情報である。
【００７３】
　これにより、受付部１２０１は、第１の採取パターンにおける採取動作を行うトリガと
なる、業務処理の識別情報を受け付けることができる。受付部１２０１は、例えば、図３
に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記
憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１に実行させることにより、または、Ｉ／Ｆ
３０９により、その機能を実現する。
【００７４】
　判定部１２０３は、業務処理の識別情報を受け付けたことに応じて、情報処理装置１１
０が実行するプロセスを含む業務処理の識別情報を記憶する記憶部１２０２の記憶内容に
、受け付けた業務処理の識別情報が含まれるか否かを判定する。ここで、情報処理装置１
１０が実行するプロセスを含む業務処理の識別情報を記憶する記憶部１２０２の記憶内容
とは、例えば、関連性テーブル４００である。判定部１２０３は、名称「アプリＡ」を受
け付けたことに応じて、関連性テーブル４００の関連性項目に関連性「あり」が設定され
たレコードの中に、名称「アプリＡ」を含むレコードが含まれるか否かを判定する。
【００７５】
　これにより、判定部１２０３は、記憶部１２０２の記憶内容に業務処理の識別情報が含
まれるか否かに基づいて、動作情報の採取を行う原因になった業務処理が、情報処理装置
１１０に関連するか否かを判定する。判定部１２０３は、例えば、図３に示したＲＯＭ３
０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶装置に記憶され
たプログラムをＣＰＵ３０１に実行させることにより、その機能を実現する。
【００７６】
　採取部１２０４は、情報処理装置１１０の動作情報を採取し、当該動作情報の採取時刻
を採取時刻一覧１１１に記録する。採取時刻一覧１１１とは、例えば、採取履歴テーブル
５００の時刻項目によって記録される情報である。採取部１２０４は、例えば、業務処理
の識別情報が含まれると判定したことに応じて、情報処理装置１１０の動作情報を採取し
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、当該動作情報の採取時刻を採取時刻一覧１１１に記録する。採取部１２０４は、具体的
には、判定部１２０３がレコードが含まれると判定したことに応じて、情報処理装置１１
０の動作情報を採取し、採取した動作情報を、当該動作情報の採取時刻と対応付けたレコ
ードを、採取履歴テーブル５００に追加する。
【００７７】
　これにより、採取部１２０４は、動作情報の採取を行う原因になった業務処理が、情報
処理装置１１０に関連する場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取することがで
きる。一方で、採取部１２０４は、動作情報の採取を行う原因になった業務処理が、情報
処理装置１１０に関連しない場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取しない。
【００７８】
　結果として、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因になった業務処理に関
連していない情報処理装置１１０の動作情報については、情報蓄積装置１００に取得させ
ず、情報蓄積装置１００における障害対策の精度向上を図ることができる。採取部１２０
４は、例えば、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディ
スク３０７などの記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１に実行させることによ
り、その機能を実現する。
【００７９】
　出力部１２０５は、採取した動作情報と採取時刻一覧１１１とを出力する。出力部１２
０５は、例えば、採取履歴テーブル５００を、情報処理装置１１０が有するディスプレイ
３０８へ表示、プリンタ３１３へ印刷出力、またはＩ／Ｆ３０９により外部装置へ送信す
る。また、出力部１２０５は、採取履歴テーブル５００を、情報処理装置１１０が有する
ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域に記憶してもよい
。これにより、情報蓄積装置１００は、動作情報と採取時刻一覧１１１とを取得すること
ができる。
【００８０】
　また、出力部１２０５は、情報処理装置１１０に関連しない場合には、情報処理装置１
１０に関連しないことを示す情報を出力してもよい。出力部１２０５は、例えば、情報処
理装置１１０に関連しないことを示す情報を、情報処理装置１１０が有するディスプレイ
３０８へ表示、プリンタ３１３へ印刷出力、またはＩ／Ｆ３０９により外部装置へ送信す
る。また、出力部１２０５は、情報処理装置１１０に関連しないことを示す情報を、情報
処理装置１１０が有するＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記
憶領域に記憶してもよい。これにより、情報処理装置１１０の利用者は、業務処理が情報
処理装置１１０と関連しないことを把握することができる。
【００８１】
＜第１のパターンにおける準備動作＞
　また、情報処理装置１１０は、第１の採取パターンにおける採取動作に使用する記憶部
１２０２の記憶内容を作成する準備動作を行うこともできる。ここで、第１の採取パター
ンにおける準備動作は、取得部１２０６と、判定部１２０３と、記録部１２０７とによっ
て実現される。
【００８２】
　取得部１２０６は、複数の情報処理装置１１０のいずれかが実行するプロセスを含む業
務処理の実行中における情報処理装置１１０に実行された複数のプロセスのそれぞれの実
行情報を取得する。複数のプロセスとは、例えば、情報処理装置１１０における常駐プロ
セスである。実行情報とは、例えば、プロセスのＣＰＵ使用率、およびプロセスの実行時
間などである。また、取得部１２０６は、当該業務処理の実行中以外における複数のプロ
セスのそれぞれの実行情報を取得する。
【００８３】
　これにより、取得部１２０６は、比較対象になる、業務処理の実行中における複数のプ
ロセスの実行情報と、業務処理の実行中以外における複数のプロセスの実行情報とを取得
することができる。取得部１２０６は、例えば、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０
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３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶装置に記憶されたプログラムをＣ
ＰＵ３０１に実行させることにより、その機能を実現する。
【００８４】
　判定部１２０３は、取得した複数のプロセスのそれぞれの実行情報に基づいて、当該業
務処理が、情報処理装置１１０に実行されたプロセスを含む業務処理であるか否かを判定
する。判定部１２０３は、例えば、業務処理の実行中以外より業務処理の実行中の方が、
複数のプロセスのいずれかのプロセスのＣＰＵ使用率が上昇した場合、情報処理装置１１
０に実行されたプロセスを含む業務処理であると判定する。
【００８５】
　これにより、判定部１２０３は、情報処理装置１１０に実行されたプロセスを含む業務
処理であるか否かに基づいて、情報処理装置１１０に関連する業務処理であるか否かを判
定することができる。判定部１２０３は、例えば、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３
０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶装置に記憶されたプログラムを
ＣＰＵ３０１に実行させることにより、その機能を実現する。
【００８６】
　記録部１２０７は、情報処理装置１１０に実行されたプロセスを含む業務処理であると
判定したことに応じて、当該業務処理の識別情報を記憶部１２０２に記憶する。記録部１
２０７は、例えば、情報処理装置１１０に実行されたプロセスを含む業務処理であると判
定した業務処理を、業務処理の識別情報と対応付けたレコードを、関連性テーブル４００
に追加する。
【００８７】
　これにより、記録部１２０７は、関連性テーブル４００を作成することができる。記録
部１２０７は、例えば、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５
、光ディスク３０７などの記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１に実行させる
ことにより、その機能を実現する。
【００８８】
＜第２の採取パターンにおける採取動作＞
　次に、第２の採取パターンにおける採取動作について説明する。第２の採取パターンは
、情報処理装置１１０が、動作情報の採取指示として、スローダウンの障害に関連する動
作情報の採取指示を受け付けた場合のパターンである。ここで、第２の採取パターンにお
ける採取動作は、受付部１２０１と、採取部１２０４と、出力部１２０５とによって実現
される。
【００８９】
　受付部１２０１は、複数の情報処理装置１１０のいずれかにおいて発生した、スローダ
ウンの障害の識別情報を受け付ける。受付部１２０１は、例えば、障害の識別情報として
、情報処理装置１１０の利用者が、情報処理装置１１０が有するキーボード３１０、また
はマウス３１１を用いて操作入力した、障害の名称である第１パラメータ「スローダウン
」を受け付ける。これにより、受付部１２０１は、第２の採取パターンにおける採取動作
を行うトリガを受け付けることができる。
【００９０】
　出力部１２０５は、スローダウンの障害の識別情報を受け付けたことに応じて、情報処
理装置１１０の再起動時刻を出力する。出力部１２０５は、例えば、障害の名称「スロー
ダウン」を受け付けたことに応じて、情報処理装置１１０の直前の再起動時刻をディスプ
レイ３０８へ表示するとともに、採取確認画面を表示する。これにより、出力部１２０５
は、情報処理装置１１０の利用者に、再起動時刻を通知して、スローダウンのために再起
動した情報処理装置１１０であるか否かを判断させることができる。情報処理装置１１０
の利用者は、再起動時刻を確認して、情報処理装置１１０が動作情報の採取対象として正
しいか否かを判断して、情報処理装置１１０が採取動作を許可するか否かを操作入力する
ことができる。
【００９１】
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　受付部１２０１は、情報処理装置１１０の再起動時刻を出力したことに応じて、動作情
報を採取するか否かを示す操作入力を受け付ける。受付部１２０１は、例えば、情報処理
装置１１０の利用者が、情報処理装置１１０が有するキーボード３１０、またはマウス３
１１を用いて、採取確認画面に対して操作入力した採取許可を受け付ける。また、受付部
１２０１は、例えば、情報処理装置１１０の利用者が、情報処理装置１１０が有するキー
ボード３１０、またはマウス３１１を用いて、採取確認画面に対して操作入力した採取不
許可を受け付ける。これにより、受付部１２０１は、採取動作の許可、または採取動作の
不許可を受け付けることができる。
【００９２】
　採取部１２０４は、動作情報を採取することを示す操作入力を受け付けたことに応じて
、情報処理装置１１０の動作情報を採取し、当該動作情報の採取時刻を採取時刻一覧１１
１に記録する。採取部１２０４は、例えば、採取許可を受け付けたことに応じて、情報処
理装置１１０の動作情報を採取し、採取した動作情報を、当該動作情報の採取時刻と対応
付けたレコードを、採取履歴テーブル５００に追加する。
【００９３】
　これにより、採取部１２０４は、動作情報を採取することを示す操作入力を受け付けた
場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取することができる。一方で、採取部１２
０４は、動作情報を採取しないことを示す操作入力を受け付けた場合には、情報処理装置
１１０の動作情報を採取しない。結果として、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を
行う原因になった障害「スローダウン」を発生していない情報処理装置１１０の動作情報
については、情報蓄積装置１００に取得させず、情報蓄積装置１００における障害対策の
精度向上を図ることができる。
【００９４】
　出力部１２０５は、採取した動作情報と採取時刻一覧１１１とを出力する。出力部１２
０５は、例えば、採取履歴テーブル５００を、情報処理装置１１０が有するディスプレイ
３０８へ表示、プリンタ３１３へ印刷出力、またはＩ／Ｆ３０９により外部装置へ送信す
る。また、出力部１２０５は、採取履歴テーブル５００を、情報処理装置１１０が有する
ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域に記憶してもよい
。これにより、情報蓄積装置１００は、動作情報と採取時刻一覧１１１とを取得すること
ができる。
【００９５】
＜第２の採取パターンにおける別の採取動作＞
　また、情報蓄積装置１００は、再起動時刻を出力せずに、第２の採取パターンにおける
別の採取動作を行うこともできる。ここで、第２の採取パターンにおける別の採取動作は
、受付部１２０１と、判定部１２０３と、採取部１２０４と、出力部１２０５とによって
実現される。
【００９６】
　受付部１２０１は、上述した第２の採取パターンにおける採取動作と同様の処理を行う
ため、説明を省略する。これにより、受付部１２０１は、第２の採取パターンにおける別
の採取動作を行うトリガを受け付けることができる。
【００９７】
　判定部１２０３は、スローダウンの障害の識別情報を受け付けたことに応じて、情報処
理装置１１０の再起動時刻が、現在時刻から所定時間前までに含まれるか否かを判定する
。判定部１２０３は、例えば、再起動時刻が、現在時刻から１時間前までに含まれるか否
かを判定する。これにより、判定部１２０３は、現在時刻から所定時間前までに含まれる
か否かに基づいて、情報処理装置１１０が、動作情報の採取を行う原因になった障害「ス
ローダウン」を発生したために再起動された情報処理装置１１０であるか否かを判定する
ことができる。
【００９８】
　採取部１２０４は、現在時刻から所定時間前までに含まれることに応じて、情報処理装
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置１１０の動作情報を採取し、当該動作情報の採取時刻を採取時刻一覧１１１に記録する
。採取部１２０４は、例えば、再起動された情報処理装置１１０であると判定したことに
応じて、情報処理装置１１０の動作情報を採取し、採取した動作情報を、当該動作情報の
採取時刻と対応付けたレコードを、採取履歴テーブル５００に追加する。これにより、採
取部１２０４は、動作情報の採取を行う原因になった障害「スローダウン」したために再
起動された情報処理装置１１０である場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取す
ることができる。一方で、採取部１２０４は、再起動されていない情報処理装置１１０で
ある場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取しない。
【００９９】
　出力部１２０５は、採取した動作情報と採取時刻一覧１１１とを出力する。出力部１２
０５は、例えば、採取履歴テーブル５００を、情報処理装置１１０が有するディスプレイ
３０８へ表示、プリンタ３１３へ印刷出力、またはＩ／Ｆ３０９により外部装置へ送信す
る。また、出力部１２０５は、採取履歴テーブル５００を、情報処理装置１１０が有する
ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域に記憶してもよい
。これにより、情報蓄積装置１００は、動作情報と採取時刻一覧１１１とを取得すること
ができる。
【０１００】
　また、出力部１２０５は、再起動されていない情報処理装置１１０である場合には、再
起動されていない情報処理装置１１０であることを示す情報を出力してもよい。出力部１
２０５は、例えば、再起動されていない情報処理装置１１０であることを示す情報を、情
報処理装置１１０が有するディスプレイ３０８へ表示、プリンタ３１３へ印刷出力、また
はＩ／Ｆ３０９により外部装置へ送信する。また、出力部１２０５は、再起動されていな
い情報処理装置１１０であることを示す情報を、情報処理装置１１０が有するＲＡＭ３０
３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域に記憶してもよい。これによ
り、情報処理装置１１０の利用者は、スローダウンせず、再起動されていない情報処理装
置１１０を、誤って動作情報の採取対象にしてしまった可能性があることを把握すること
ができる。
【０１０１】
＜第３の採取パターン＞
　次に、第３の採取パターンについて説明する。第３の採取パターンは、情報処理装置１
１０が、動作情報の採取指示として、資源不足の障害またはエラーメッセージ出力の障害
に関連する動作情報の採取指示を受け付けた場合のパターンである。ここで、第３の採取
パターンにおける採取動作は、受付部１２０１と、判定部１２０３と、採取部１２０４と
、出力部１２０５とによって実現される。
【０１０２】
　受付部１２０１は、複数の情報処理装置１１０のいずれかにおいて発生した障害の識別
情報を受け付ける。受付部１２０１は、例えば、情報処理装置１１０の利用者が、第１パ
ラメータである障害の名称「資源不足」と、「資源不足」の識別情報である第２パラメー
タ「Ｒｅｓ１」とを受け付ける。また、受付部１２０１は、例えば、障害に応じてエラー
メッセージが出力されたことを示す第１パラメータ「エラーメッセージ」と、出力された
エラーメッセージの識別情報「Ｍｅｓ１」を受け付けてもよい。これにより、受付部１２
０１は、第３の採取パターンにおける採取動作を行うトリガを受け付けることができる。
【０１０３】
　判定部１２０３は、障害の識別情報を受け付けたことに応じて、情報処理装置１１０に
おいて発生した障害の識別情報を記憶する記憶部１２０２の記憶内容に、受け付けた障害
の識別情報が含まれるか否かを判定する。ここで、情報処理装置１１０において発生した
障害の識別情報を記憶する記憶部１２０２の記憶内容とは、例えば、情報処理装置１１０
が実行する監視プログラムによって作成された監視ファイルである。管理装置２０１が実
行する監視プログラムによって作成され、管理装置２０１から取得した監視ファイルであ
ってもよい。これにより、判定部１２０３は、受け付けた障害の識別情報が含まれるか否
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かに基づいて、情報処理装置１１０が、動作情報の採取を行う原因になった障害が発生し
た情報処理装置１１０であるか否かを判定することができる。
【０１０４】
　採取部１２０４は、障害の識別情報が含まれると判定したことに応じて、情報処理装置
１１０の動作情報を採取し、当該動作情報の採取時刻を採取時刻一覧１１１に記録する。
採取部１２０４は、例えば、判定部１２０３が監視ファイルに障害の識別情報が含まれる
と判定したことに応じて、情報処理装置１１０の動作情報を採取し、採取した動作情報を
当該動作情報の採取時刻と対応付けたレコードを、採取履歴テーブル５００に追加する。
【０１０５】
　これにより、採取部１２０４は、動作情報の採取を行う原因になった障害が、情報処理
装置１１０において発生した障害である場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取
することができる。一方で、採取部１２０４は、動作情報の採取を行う原因になった障害
が、情報処理装置１１０において発生していない場合には、情報処理装置１１０の動作情
報を採取しない。結果として、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因になっ
た障害を発生していない情報処理装置１１０の動作情報については、情報蓄積装置１００
に取得させず、情報蓄積装置１００における障害対策の精度向上を図ることができる。
【０１０６】
　出力部１２０５は、採取した動作情報と採取時刻一覧１１１とを出力する。出力部１２
０５は、例えば、採取履歴テーブル５００を、情報処理装置１１０が有するディスプレイ
３０８へ表示、プリンタ３１３へ印刷出力、またはＩ／Ｆ３０９により外部装置へ送信す
る。また、出力部１２０５は、採取履歴テーブル５００を、情報処理装置１１０が有する
ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域に記憶してもよい
。これにより、情報蓄積装置１００は、動作情報と採取時刻一覧１１１とを取得すること
ができる。
【０１０７】
　また、出力部１２０５は、動作情報の採取を行う原因になった障害を発生していない情
報処理装置１１０であると判定した場合には、動作情報の採取を行う原因になった障害を
発生していないことを示す情報を出力してもよい。出力部１２０５は、例えば、動作情報
の採取を行う原因になった障害を発生していないことを示す情報を、情報処理装置１１０
が有するディスプレイ３０８へ表示、プリンタ３１３へ印刷出力、またはＩ／Ｆ３０９に
より外部装置へ送信する。また、出力部１２０５は、動作情報の採取を行う原因になった
障害を発生していないことを示す情報を、情報処理装置１１０が有するＲＡＭ３０３、磁
気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域に記憶してもよい。これにより、情
報処理装置１１０の利用者は、動作情報の採取を行う原因になった障害を発生していない
情報処理装置１１０を、誤って動作情報の採取対象にしてしまった可能性があることを把
握することができる。
【０１０８】
＜第４の採取パターン＞
　次に、第４の採取パターンについて説明する。第４の採取パターンは、情報処理装置１
１０が、動作情報の採取指示として、プロセスの障害に関連する動作情報の採取指示を受
け付けた場合のパターンである。ここで、第４の採取パターンにおける採取動作は、受付
部１２０１と、判定部１２０３と、採取部１２０４と、出力部１２０５とによって実現さ
れる。
【０１０９】
　受付部１２０１は、採取指示として、情報処理装置１１０が実行するプロセスの起動確
認要求、または完了確認要求を受け付ける。受付部１２０１は、例えば、情報処理装置１
１０が実行するプロセスの識別情報を受け付け、プロセスの障害の内容を示す情報を受け
付ける。受付部１２０１は、具体的には、プロセスの障害を示す第１パラメータ「プロセ
ス」、プロセスの障害の内容を示す第２パラメータ「終了指示を受け付けない」または「
開始指示を受け付けない」、第３パラメータ「ＰＩＤ（Ｐｒｏｃｅｓｓ　ＩＤ）」を受け
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付ける。これにより、受付部１２０１は、第４の採取パターンにおける採取動作を行うト
リガを受け付けることができる。
【０１１０】
　判定部１２０３は、情報処理装置１１０において実行中のプロセスの識別情報を記憶す
る記憶部１２０２の記憶内容に、受け付けたプロセスの識別情報が含まれるか否かを判定
する。実行中のプロセスの識別情報を記憶する記憶部１２０２の記憶内容とは、プロセス
リストである。プロセスリストとは、例えば、ＯＳ固有のコマンドによって取得可能な情
報である。判定部１２０３は、例えば、プロセスリストに、受け付けたＰＩＤが含まれる
か否かを判定する。
【０１１１】
　これにより、判定部１２０３は、ＰＩＤが含まれるか否かに基づいて、開始指示を受け
付けないプロセスとして指定された、動作情報採取の原因になったプロセスが、実際に開
始しているか否かを判定することができる。また、判定部１２０３は、ＰＩＤが含まれる
か否かに基づいて、終了指示を受け付けないプロセスとして指定された、動作情報採取の
原因になったプロセスが、実際に終了しているか否かを判定することができる。
【０１１２】
　採取部１２０４は、プロセスの識別情報が含まれるか否かに応じて、情報処理装置１１
０の動作情報を採取し、当該動作情報の採取時刻を採取時刻一覧１１１に記録する。採取
部１２０４は、例えば、開始指示を受け付けないプロセスとして指定されたプロセスの識
別情報が含まれていないことに応じて、情報処理装置１１０の動作情報を採取する。そし
て、採取部１２０４は、採取した動作情報を、当該動作情報の採取時刻と対応付けたレコ
ードを、採取履歴テーブル５００に追加する。
【０１１３】
　これにより、採取部１２０４は、開始指示を受け付けないプロセスとして指定された、
動作情報の採取を行う原因になったプロセスが、実際に開始できていない場合には、情報
処理装置１１０の動作情報を採取することができる。一方で、採取部１２０４は、開始指
示を受け付けないプロセスとして指定された、動作情報の採取を行う原因になったプロセ
スが、実際には開始できている場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取しない。
結果として、情報処理装置１１０は、実際には開始できている場合には、情報蓄積装置１
００に動作情報を取得させず、情報蓄積装置１００における障害対策の精度向上を図るこ
とができる。
【０１１４】
　また、採取部１２０４は、例えば、終了指示を受け付けないプロセスとして指定された
プロセスの識別情報が含まれていることに応じて、情報処理装置１１０の動作情報を採取
する。そして、採取部１２０４は、採取した動作情報を、当該動作情報の採取時刻と対応
付けたレコードを、採取履歴テーブル５００に追加する。
【０１１５】
　これにより、採取部１２０４は、終了指示を受け付けないプロセスとして指定された、
動作情報の採取を行う原因になったプロセスが、実際に終了できていない場合には、情報
処理装置１１０の動作情報を採取することができる。一方で、採取部１２０４は、終了指
示を受け付けないプロセスとして指定された、動作情報の採取を行う原因になったプロセ
スが、実際には終了できている場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取しない。
結果として、実際には終了できている場合には、情報蓄積装置１００に動作情報を取得さ
せず、情報蓄積装置１００における障害対策の精度向上を図ることができる。
【０１１６】
　出力部１２０５は、採取した動作情報と採取時刻一覧１１１とを出力する。出力部１２
０５は、例えば、採取履歴テーブル５００を、情報処理装置１１０が有するディスプレイ
３０８へ表示、プリンタ３１３へ印刷出力、またはＩ／Ｆ３０９により外部装置へ送信す
る。また、出力部１２０５は、採取履歴テーブル５００を、情報処理装置１１０が有する
ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域に記憶してもよい
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。これにより、情報蓄積装置１００は、動作情報と採取時刻一覧１１１とを取得すること
ができる。
【０１１７】
　また、出力部１２０５は、開始指示を受け付けないプロセスとして指定された、動作情
報の採取を行う原因になったプロセスが、実際には開始できている場合には、実際には開
始できていることを示す情報を出力してもよい。出力部１２０５は、例えば、実際には開
始できていることを示す情報を、情報処理装置１１０が有するディスプレイ３０８へ表示
、プリンタ３１３へ印刷出力、またはＩ／Ｆ３０９により外部装置へ送信する。また、出
力部１２０５は、実際には開始できていることを示す情報を、情報処理装置１１０が有す
るＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域に記憶してもよ
い。これにより、情報処理装置１１０の利用者は、情報処理装置１１０を、誤って動作情
報の採取対象にしてしまった可能性があることを把握することができる。
【０１１８】
　また、出力部１２０５は、終了指示を受け付けないプロセスとして指定された、動作情
報の採取を行う原因になったプロセスが、実際には終了できている場合には、実際には終
了できていることを示す情報を出力してもよい。出力部１２０５は、例えば、実際には終
了できていることを示す情報を、情報処理装置１１０が有するディスプレイ３０８へ表示
、プリンタ３１３へ印刷出力、またはＩ／Ｆ３０９により外部装置へ送信する。また、出
力部１２０５は、実際には終了できていることを示す情報を、情報処理装置１１０が有す
るＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域に記憶してもよ
い。これにより、情報処理装置１１０の利用者は、情報処理装置１１０を、誤って動作情
報の採取対象にしてしまった可能性があることを把握することができる。
【０１１９】
（管理装置２０１の機能的構成例）
　次に、図１３を用いて、管理装置２０１の機能的構成例について説明する。
【０１２０】
　図１３は、管理装置２０１の機能的構成例を示すブロック図である。管理装置２０１は
、制御部となる機能として、受付部１３０１と、出力部１３０２と、取得部１３０３と、
送信部１３０４と、受信部１３０５と、を含む。
【０１２１】
　管理装置２０１は、情報処理装置１１０に採取指示が直接操作入力されない場合には、
情報処理装置１１０に採取指示を出力する。管理装置２０１は、例えば、管理装置２０１
の利用者から操作入力された動作情報の採取指示の種類に応じて、情報処理装置１１０に
、第１の採取パターン～第４の採取パターンのいずれかの採取指示を出力する。
【０１２２】
＜第１の採取パターンの採取指示の出力動作＞
　まず、第１の採取パターンの採取指示の出力動作について説明する。ここで、第１の採
取パターンの採取指示の出力動作は、受付部１３０１と、出力部１３０２と、取得部１３
０３と、送信部１３０４とによって実現される。
【０１２３】
　受付部１３０１は、第１パラメータを含む採取指示を受け付ける。また、受付部１３０
１は、第１パラメータの他に、動作情報採取の原因を示す情報を補足する、第２パラメー
タや第３パラメータを含む採取指示を受け付けてもよい。
【０１２４】
　受付部１３０１は、例えば、監視対象の複数の情報処理装置１１０のいずれかが実行す
るプロセスを含む業務処理の識別情報を受け付ける。これにより、受付部１３０１は、第
１の採取パターンにおける採取動作を行うトリガになる情報を受け付けることができる。
受付部１３０１は、例えば、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３
０５、光ディスク３０７などの記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１に実行さ
せることにより、または、Ｉ／Ｆ３０９により、その機能を実現する。
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【０１２５】
　出力部１３０２は、受付部１３０１によって受け付けられた業務処理の識別情報を、複
数の情報処理装置１１０のそれぞれに出力する。これにより、出力部１３０２は、複数の
情報処理装置１１０のそれぞれに、第１の採取パターンにおける採取動作を行わせること
ができる。出力部１３０２は、例えば、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気
ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０
１に実行させることにより、または、Ｉ／Ｆ３０９により、その機能を実現する。
【０１２６】
　取得部１３０３は、いずれかの情報処理装置１１０により採取された動作情報と採取時
刻一覧１１１とを、いずれかの情報処理装置１１０から取得する。これにより、取得部１
３０３は、情報蓄積装置１００に蓄積させる動作情報を取得することができる。取得部１
３０３は、例えば、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光
ディスク３０７などの記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１に実行させること
により、または、Ｉ／Ｆ３０９により、その機能を実現する。
【０１２７】
　送信部１３０４は、いずれかの情報処理装置１１０により採取された動作情報と採取時
刻とを対応付けた動作情報履歴１０２を記憶する情報蓄積装置１００に、取得した動作情
報と採取時刻一覧１１１とを送信する。これにより、情報蓄積装置１００は、動作情報と
採取時刻一覧１１１とを取得することができる。送信部１３０４は、例えば、図３に示し
たＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶装置
に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１に実行させることにより、または、Ｉ／Ｆ３０９
により、その機能を実現する。
【０１２８】
＜第２の採取パターンの採取指示の出力動作＞
　次に、第２の採取パターンの採取指示の出力動作について説明する。ここで、第２の採
取パターンの採取指示の出力動作は、受付部１３０１と、出力部１３０２と、取得部１３
０３と、送信部１３０４と、受信部１３０５とによって実現される。
【０１２９】
　受付部１３０１は、複数の情報処理装置１１０のいずれかの情報処理装置１１０の識別
情報と、いずれかの情報処理装置１１０において発生した、スローダウンの障害の識別情
報とを受け付ける。受付部１３０１は、例えば、ＩＰテーブル８００に含まれるいずれか
のＩＰアドレスと、ＩＰアドレスが示す情報処理装置１１０において発生したスローダウ
ンの障害の識別情報とを受け付ける。
【０１３０】
　これにより、受付部１３０１は、第２の採取パターンにおける採取動作を行うトリガに
なる情報を受け付けることができ、第２の採取パターンにおける採取動作を行わせる情報
処理装置１１０の識別情報を受け付けることができる。
【０１３１】
　出力部１３０２は、いずれかの情報処理装置１１０に応答要求を出力する。ここで、応
答要求とは、例えば、ｐｉｎｇのコマンドにより出力される要求である。これにより、出
力部１３０２は、いずれかの情報処理装置１１０が、実際にスローダウンしているか否か
を確認することができる。
【０１３２】
　受信部１３０５は、所定時間、応答を受信するまで待機する。受信部１３０５は、例え
ば、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７
などの記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１に実行させることにより、または
、Ｉ／Ｆ３０９により、その機能を実現する。
【０１３３】
　出力部１３０２は、複数の情報処理装置１１０のいずれかに送信した応答要求に対する
応答を受信しなかったことに応じて、いずれかの情報処理装置１１０の再起動要求を出力
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する。出力部１３０２は、例えば、受信部１３０５によって所定時間待機しても応答を受
信できなかった場合、いずれかの情報処理装置１１０がスローダウンしていると判定して
、いずれかの情報処理装置１１０に再起動要求を出力する。これにより、出力部１３０２
は、いずれかの情報処理装置１１０を再起動させることができる。
【０１３４】
　また、出力部１３０２は、受付部１３０１によって受け付けられたスローダウンの障害
の識別情報を、いずれかの情報処理装置１１０に出力する。これにより、出力部１３０２
は、いずれかの情報処理装置１１０に、第２の採取パターンにおける採取動作を行わせる
ことができる。
【０１３５】
　取得部１３０３は、いずれかの情報処理装置１１０の再起動通知を受け付けたことに応
じて、いずれかの情報処理装置１１０により採取された動作情報と採取時刻一覧１１１と
を、いずれかの情報処理装置１１０から取得する。これにより、取得部１３０３は、情報
蓄積装置１００に蓄積させる動作情報を取得することができる。
【０１３６】
　送信部１３０４は、情報蓄積装置１００に、取得した動作情報と採取時刻一覧１１１と
を送信する。これにより、情報蓄積装置１００は、動作情報と採取時刻一覧１１１とを取
得することができる。
【０１３７】
＜第３の採取パターンの採取指示の出力動作＞
　次に、第３の採取パターンの採取指示の出力動作について説明する。ここで、第３の採
取パターンの採取指示の出力動作は、受付部１３０１と、出力部１３０２と、取得部１３
０３と、送信部１３０４とによって実現される。
【０１３８】
　受付部１３０１は、複数の情報処理装置１１０のいずれかの情報処理装置１１０の識別
情報と、いずれかの情報処理装置１１０において発生した障害の識別情報とを受け付ける
。受付部１３０１は、例えば、ＩＰテーブル８００に含まれるいずれかのＩＰアドレスと
、ＩＰアドレスが示す情報処理装置１１０において発生した障害の識別情報とを受け付け
る。これにより、受付部１３０１は、第３の採取パターンにおける採取動作を行うトリガ
を受け付けることができる。
【０１３９】
　出力部１３０２は、受付部１３０１によって受け付けられた障害の識別情報を、いずれ
かの情報処理装置１１０に出力する。これにより、出力部１３０２は、いずれかの情報処
理装置１１０に、第３の採取パターンにおける採取動作を行わせることができる。
【０１４０】
　取得部１３０３は、上述した第１の採取パターンの採取指示の出力動作と同様の処理を
行うため、説明を省略する。これにより、取得部１３０３は、情報蓄積装置１００に蓄積
させる動作情報を取得することができる。
【０１４１】
　送信部１３０４は、上述した第１の採取パターンの採取指示の出力動作と同様の処理を
行うため、説明を省略する。これにより、情報蓄積装置１００は、動作情報と採取時刻一
覧１１１とを取得することができる。
【０１４２】
＜第４の採取パターンの採取指示の出力動作＞
　次に、第４の採取パターンの採取指示の出力動作について説明する。ここで、第４の採
取パターンの採取指示の出力動作は、受付部１３０１と、出力部１３０２と、取得部１３
０３と、送信部１３０４とによって実現される。
【０１４３】
　受付部１３０１は、複数の情報処理装置１１０のいずれかの情報処理装置１１０の識別
情報と、いずれかの情報処理装置１１０が実行するプロセスの識別情報を受け付ける。受
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付部１３０１は、例えば、いずれかの情報処理装置１１０のＩＰアドレスと、ＰＩＤを受
け付ける。
【０１４４】
　また、受付部１３０１は、例えば、ＰＩＤが示すプロセスを、開始指示を受け付けない
プロセス、または終了指示を受け付けないプロセスとして指定する情報を受け付ける。こ
れにより、受付部１３０１は、第４の採取パターンにおける採取動作を行うトリガを受け
付けることができる。
【０１４５】
　出力部１３０２は、受付部１３０１によって受け付けられた障害の識別情報を、いずれ
かの情報処理装置１１０に出力する。これにより、出力部１３０２は、いずれかの情報処
理装置１１０に、第３の採取パターンにおける採取動作を行わせることができる。
【０１４６】
　取得部１３０３は、上述した第１の採取パターンの採取指示の出力動作と同様の処理を
行うため、説明を省略する。これにより、取得部１３０３は、情報蓄積装置１００に蓄積
させる動作情報を取得することができる。
【０１４７】
　送信部１３０４は、上述した第１の採取パターンの採取指示の出力動作と同様の処理を
行うため、説明を省略する。これにより、情報蓄積装置１００は、動作情報と採取時刻一
覧１１１とを取得することができる。
【０１４８】
（情報蓄積装置１００の機能的構成例）
　次に、図１４を用いて、情報蓄積装置１００の機能的構成例について説明する。
【０１４９】
　図１４は、情報蓄積装置１００の機能的構成例を示すブロック図である。情報蓄積装置
１００は、制御部となる機能として、記憶部１４０１と、取得部１４０２と、特定部１４
０３と、記録部１４０４と、出力部１４０５と、を含む。
【０１５０】
　記憶部１４０１は、複数の情報処理装置１１０のそれぞれにより採取された動作情報と
採取時刻とを対応付けた情報処理装置１１０単位の動作情報履歴１０２を記憶する。ここ
で、動作情報とは、情報処理装置１１０の動作内容を示す情報である。動作情報とは、例
えば、情報処理装置１１０の障害の内容を示す情報である。動作情報とは、例えば、ログ
ファイル７００、またはダンプファイルであってもよい。採取時刻とは、動作情報の採取
指示を受け付けた時刻、または動作情報の採取が終了した時刻などである。採取時刻とは
、例えば、ミリ秒単位の時刻である。記憶部１４０１は、例えば、動作情報履歴１０２を
記憶する。
【０１５１】
　これにより、記憶部１４０１は、情報処理装置１１０の故障の対策を行うための情報処
理装置１１０の動作情報履歴１０２を記憶することができる。記憶部１４０１は、例えば
、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７な
どの記憶装置により、その機能を実現する。
【０１５２】
　取得部１４０２は、複数の情報処理装置１１０のいずれかの情報処理装置１１０により
採取された動作情報と、当該動作情報の採取時刻以前にいずれかの情報処理装置１１０に
より採取された動作情報の採取時刻一覧１１１とを取得する。取得部１４０２は、例えば
、複数の情報処理装置１１０のそれぞれと通信可能である管理装置２０１から、いずれか
の情報処理装置１１０により採取された動作情報と採取時刻一覧１１１とを取得する。取
得部１４０２は、具体的には、いずれかの情報処理装置１１０のＩＰアドレスなどを含ま
ず、動作情報と採取時刻一覧１１１とを含む調査情報６００を、管理装置２０１から受信
する。
【０１５３】
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　これにより、取得部１４０２は、故障が発生した情報処理装置１１０の動作情報と、採
取時刻一覧１１１とを取得することができる。取得されたデータは、例えば、ＲＡＭ３０
３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域に記憶される。取得部１４０
２は、例えば、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディ
スク３０７などの記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１に実行させることによ
り、または、Ｉ／Ｆ３０９により、その機能を実現する。
【０１５４】
　特定部１４０３は、記憶部１４０１から、取得した採取時刻一覧１１１に基づいて、い
ずれかの情報処理装置１１０に対応する動作情報履歴１０２を特定する。特定部１４０３
は、例えば、動作情報履歴１０２のいずれかの動作情報履歴１０２を取得し、取得した動
作情報履歴１０２に含まれる採取時刻のそれぞれが、採取時刻一覧１１１に含まれる採取
時刻と一致するか否かを判定する。そして、特定部１４０３は、一致すると判定した場合
に、取得した動作情報履歴１０２を、いずれかの情報処理装置１１０に対応する動作情報
履歴１０２として特定する。一方で、特定部１４０３は、一致しないと判定した場合、取
得した動作情報履歴１０２を、いずれかの情報処理装置１１０に対応する動作情報履歴１
０２ではないと判定する。
【０１５５】
　これにより、特定部１４０３は、故障が発生した情報処理装置１１０に対応する動作情
報履歴１０２を特定することができる。特定されたデータは、例えば、ＲＡＭ３０３、磁
気ディスク３０５、光ディスク３０７などの記憶領域に記憶される。特定部１４０３は、
例えば、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３
０７などの記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１に実行させることにより、そ
の機能を実現する。
【０１５６】
　記録部１４０４は、取得した動作情報を、当該動作情報の採取時刻に対応付けて、特定
した動作情報履歴１０２に記録する。記録部１４０４は、例えば、取得した動作情報を、
当該動作情報の採取時刻に対応付けたレコードを、特定した動作情報履歴１０２に追加す
る。
【０１５７】
　また、記録部１４０４は、いずれかの情報処理装置１１０に対応する動作情報履歴１０
２が存在しないことに応じて、取得した動作情報と当該動作情報の採取時刻とを対応付け
た動作情報履歴１０２を、動作情報履歴テーブル１０００に記憶する。記録部１４０４は
、例えば、いずれかの情報処理装置１１０に対応する動作情報履歴１０２ではないと判定
した場合、取得した動作情報と当該動作情報の採取時刻とを対応付けた動作情報履歴１０
２を、動作情報履歴テーブル１０００に記憶する。
【０１５８】
　これにより、記録部１４０４は、記憶部１４０１の記憶内容を更新することができる。
記録部１４０４は、例えば、図３に示したＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３
０５、光ディスク３０７などの記憶装置に記憶されたプログラムをＣＰＵ３０１に実行さ
せることにより、または、Ｉ／Ｆ３０９により、その機能を実現する。
【０１５９】
　出力部１４０５は、特定した動作情報履歴１０２を出力する。出力部１４０５は、例え
ば、特定した動作情報履歴１０２を、ディスプレイ３０８へ表示、プリンタ３１３へ印刷
出力、またはＩ／Ｆ３０９により外部装置へ送信する。また、出力部１４０５は、特定し
た動作情報履歴１０２を、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディスク３０７などの
記憶領域に記憶してもよい。
【０１６０】
　これにより、出力部１４０５は、障害対策を行う対象になる情報処理装置１１０に対応
する動作情報履歴１０２を、情報蓄積装置１００の利用者に通知することができる。情報
処理装置１１０の利用者は、動作情報履歴１０２に基づいて、障害対策を行う対象になる
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情報処理装置１１０の過去の動作情報を参照して、障害対策を行うことができ、障害対策
の精度向上を図ることができる。
【０１６１】
（第１の採取パターン）
　次に、図１５～１９を用いて、第１の採取パターンについて説明する。
【０１６２】
　図１５～図１８は、第１の採取パターンにおける準備動作を示す説明図である。図１５
において、調査装置２０３は、第１の採取パターンにおける準備動作を複数の情報処理装
置１１０に要求するための調査プログラムを有する。また、情報処理装置１１０は、第１
の採取パターンにおける準備動作を実行するための準備プログラムを有する。
【０１６３】
　（１）調査装置２０３は、アプリケーションＡの実行要求を作業装置２０２に送信する
。また、調査装置２０３は、準備プログラムによるアプリケーションＡの実行中の常駐プ
ロセスの実行情報の取得の開始通知を、作業装置２０２を介して複数の情報処理装置１１
０のそれぞれに送信する。これにより、情報処理装置１１０は、準備プログラムによる、
アプリケーションＡの実行中の常駐プロセスの実行情報の記録を開始する。
【０１６４】
　（２）作業装置２０２は、アプリケーションＡの実行要求を受信すると、アプリケーシ
ョンＡの実行要求を情報処理装置１１０－３に送信する。（３）情報処理装置１１０－３
は、アプリケーションＡの実行要求を受信すると、アプリケーションＡに含まれるいずれ
かのプロセスを実行するとともに、アプリケーションＡに含まれる他のプロセスの実行要
求を情報処理装置１１０－２に送信する。情報処理装置１１０－２は、他のプロセスの実
行要求を受信すると、他のプロセスを実行する。
【０１６５】
　（４）情報処理装置１１０－２は、他のプロセスの実行結果を、情報処理装置１１０－
３に送信する。（５）情報処理装置１１０－３は、他のプロセスの実行結果を受信すると
、アプリケーションＡの実行結果を作成して、作業装置２０２に送信する。
【０１６６】
　（６）作業装置２０２は、アプリケーションＡの実行結果を受信すると、アプリケーシ
ョンＡの終了通知を調査装置２０３に送信する。調査装置２０３は、アプリケーションＡ
の終了通知を受信すると、準備プログラムによるアプリケーションＡの実行中の常駐プロ
セスの実行情報の取得の終了通知を、作業装置２０２を介して複数の情報処理装置１１０
のそれぞれに送信する。また、調査装置２０３は、アプリケーションＡの実行時間Ｔを算
出する。
【０１６７】
　これにより、情報処理装置１１０は、常駐プロセスの実行情報の記録を終了する。結果
として、情報処理装置１１０は、アプリケーションＡによる業務処理の実行中における、
常駐プロセスのＣＰＵ使用率、および累計実行時間を取得することができる。
【０１６８】
　図１６において、（７）調査装置２０３は、待機要求を作業装置２０２に送信する。ま
た、調査装置２０３は、準備プログラムによる待機中の常駐プロセスの実行情報の取得の
開始通知を、作業装置２０２を介して複数の情報処理装置１１０のそれぞれに送信する。
これにより、情報処理装置１１０は、準備プログラムによる、待機中の常駐プロセスの実
行情報の記録を開始する。（８）作業装置２０２は、待機要求を受信すると、待機要求を
複数の情報処理装置１１０のそれぞれに送信する。
【０１６９】
　（９）調査装置２０３は、アプリケーションＡの実行時間Ｔ分待機すると、待機の解除
要求を作業装置２０２に送信する。また、調査装置２０３は、準備プログラムによる待機
中の常駐プロセスの実行情報の取得の終了通知を、作業装置２０２を介して複数の情報処
理装置１１０のそれぞれに送信する。
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【０１７０】
　これにより、情報処理装置１１０は、常駐プロセスの実行情報の記録を終了する。結果
として、情報処理装置１１０は、待機中における、常駐プロセスのＣＰＵ使用率、および
累計実行時間を取得することができる。（１０）作業装置２０２は、待機の解除要求を受
信すると、待機の解除要求を複数の情報処理装置１１０のそれぞれに送信する。
【０１７１】
　図１７において、情報処理装置１１０は、図１５および図１６において取得した、業務
処理の実行中における常駐プロセスのＣＰＵ使用率、および待機中における常駐プロセス
のＣＰＵ使用率に基づいて、業務処理が自装置に関連するか否かを判定する。
【０１７２】
　図１７の例では、（１１）情報処理装置１１０－１は、業務処理の実行中における常駐
プロセスのＣＰＵ使用率の平均値「１１％」が、待機中における常駐プロセスのＣＰＵ使
用率の平均値「１１％」より、閾値以上大きいか否かを判定する。閾値は、例えば、２％
である。ここで、閾値以上大きくないため、情報処理装置１１０－１は、アプリケーショ
ンＡによる業務処理が、情報処理装置１１０－１に関連しないと判定する。そして、情報
処理装置１１０－１は、業務処理の識別情報「アプリＡ」を、関連性「なし」と対応付け
たレコードを、関連性テーブル４００に追加する。
【０１７３】
　（１２）情報処理装置１１０－２は、業務処理の実行中における常駐プロセスのＣＰＵ
使用率の平均値「３２％」が、待機中における常駐プロセスのＣＰＵ使用率の平均値「８
％」より、閾値以上大きいか否かを判定する。ここで、閾値以上大きいため、情報処理装
置１１０－２は、アプリケーションＡによる業務処理が、情報処理装置１１０－２に関連
すると判定する。そして、情報処理装置１１０－２は、業務処理の識別情報「アプリＡ」
を、関連性「あり」と対応付けたレコードを、関連性テーブル４００に追加する。
【０１７４】
　（１３）情報処理装置１１０－３は、業務処理の実行中における常駐プロセスのＣＰＵ
使用率の平均値「１０％」が、待機中における常駐プロセスのＣＰＵ使用率の平均値「７
％」より、閾値以上大きいか否かを判定する。ここで、閾値以上大きいため、情報処理装
置１１０－３は、アプリケーションＡによる業務処理が、情報処理装置１１０－３に関連
すると判定する。そして、情報処理装置１１０－３は、業務処理の識別情報「アプリＡ」
を、関連性「あり」と対応付けたレコードを、関連性テーブル４００に追加する。これに
より、情報処理装置１１０は、業務処理が自装置に関連するか否かを記憶しておき、動作
情報の採取の原因である業務処理が自装置に関連する場合のみ、自装置の動作情報を採取
することができる。
【０１７５】
　ここでは、情報処理装置１１０が、ＣＰＵ使用率の平均値に基づいて、業務処理が自装
置に関連するか否かを判定する場合について説明したが、これに限らない。例えば、情報
処理装置１１０は、ＣＰＵ使用率の最大値、または最小値に基づいて、業務処理が自装置
に関連するか否かを判定してもよい。
【０１７６】
　また、情報処理装置１１０は、図１８に後述するように、業務処理の実行中における常
駐プロセスの累積実行時間、および待機中における常駐プロセスの累積実行時間に基づい
て、業務処理が自装置に関連するか否かを判定してもよい。
【０１７７】
　図１８の例では、（１４）情報処理装置１１０－１は、業務処理の実行中における常駐
プロセスの累積実行時間の増加分「３２１－２１１＝１１０」を算出し、待機中における
常駐プロセスの累積実行時間の増加分「５１１－３２１＝１９０」を算出する。そして、
情報処理装置１１０－１は、業務処理の実行中における常駐プロセスの累積実行時間の増
加分「１１０」が、待機中における常駐プロセスの累積実行時間の増加分「１９０」より
、閾値以上大きいか否かを判定する。閾値は、例えば、「５０」である。ここで、閾値以
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上大きくないため、情報処理装置１１０－１は、アプリケーションＡによる業務処理が、
情報処理装置１１０－１に関連しないと判定する。そして、情報処理装置１１０－１は、
業務処理の識別情報「アプリＡ」を関連性「なし」と対応付けたレコードを、関連性テー
ブル４００に追加する。
【０１７８】
　（１５）情報処理装置１１０－２は、業務処理の実行中における常駐プロセスの累積実
行時間の増加分「６１２－５５５＝５７」が、待機中における常駐プロセスの累積実行時
間の増加分「６１２－６１２＝０」より、閾値以上大きいか否かを判定する。ここで、閾
値以上大きいため、情報処理装置１１０－２は、アプリケーションＡによる業務処理が、
情報処理装置１１０－２に関連すると判定する。そして、情報処理装置１１０－２は、業
務処理の識別情報「アプリＡ」を、関連性「あり」と対応付けたレコードを、関連性テー
ブル４００に追加する。
【０１７９】
　（１６）情報処理装置１１０－３は、業務処理の実行中における常駐プロセスの累積実
行時間の増加分「５８６－３３３＝２５３」が、待機中における常駐プロセスの累積実行
時間の増加分「５８６－５８６＝０」より、閾値以上大きいか否かを判定する。ここで、
閾値以上大きいため、情報処理装置１１０－３は、アプリケーションＡによる業務処理が
、情報処理装置１１０－３に関連すると判定する。そして、情報処理装置１１０－３は、
業務処理の識別情報「アプリＡ」を、関連性「あり」と対応付けたレコードを、関連性テ
ーブル４００に追加する。これにより、情報処理装置１１０は、業務処理が自装置に関連
するか否かを記憶しておき、動作情報の採取の原因である業務処理が自装置に関連する場
合のみ、自装置の動作情報を採取することができる。
【０１８０】
　ここでは、情報処理装置１１０が、いずれかの常駐プロセスの累積実行時間の増加分に
基づいて、業務処理が自装置に関連するか否かを判定する場合について説明したが、これ
に限らない。例えば、情報処理装置１１０は、すべての常駐プロセスの累積実行時間の合
計の増加分に基づいて、業務処理が自装置に関連するか否かを判定してもよい。
【０１８１】
　図１９は、第１の採取パターンにおける採取動作を示す説明図である。図１９の例では
、アプリケーションＡによる業務処理において障害が発生した場合を例に挙げて、第１の
採取パターンにおける採取動作について説明する。
【０１８２】
　（１７）情報処理装置１１０－１の利用者は、アプリケーションＡによる業務処理にお
いて障害が発生したため、業務処理の識別情報「アプリＡ」を情報処理装置１１０－１に
入力する。情報処理装置１１０－１は、情報処理装置１１０－１の利用者から、動作情報
の採取指示として、業務処理の識別情報「アプリＡ」を受け付ける。情報処理装置１１０
－１は、業務処理の識別情報を受け付けると、関連性テーブル４００に基づいて、業務処
理が自装置に関連するか否かを判定する。ここで、情報処理装置１１０－１は、自装置に
関連しないため、動作情報を採取しない。
【０１８３】
　（１８）情報処理装置１１０－２の利用者は、アプリケーションＡによる業務処理にお
いて障害が発生したため、業務処理の識別情報「アプリＡ」を情報処理装置１１０－２に
入力する。情報処理装置１１０－２は、情報処理装置１１０－２の利用者から、動作情報
の採取指示として、業務処理の識別情報「アプリＡ」を受け付ける。情報処理装置１１０
－２は、業務処理の識別情報を受け付けると、関連性テーブル４００に基づいて、業務処
理が自装置に関連するか否かを判定する。ここで、情報処理装置１１０－２は、自装置に
関連するため、動作情報を採取し、採取した動作情報を、当該動作情報の採取時刻と対応
付けたレコードを、採取履歴テーブル５００に追加する。
【０１８４】
　（１９）情報処理装置１１０－３の利用者は、アプリケーションＡによる業務処理にお
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いて障害が発生したため、業務処理の識別情報「アプリＡ」を情報処理装置１１０－３に
入力する。情報処理装置１１０－３は、情報処理装置１１０－３の利用者から、動作情報
の採取指示として、業務処理の識別情報「アプリＡ」を受け付ける。情報処理装置１１０
－３は、業務処理の識別情報を受け付けると、関連性テーブル４００に基づいて、業務処
理が自装置に関連するか否かを判定する。ここで、情報処理装置１１０－３は、自装置に
関連するため、動作情報を採取し、採取した動作情報を、当該動作情報の採取時刻と対応
付けたレコードを、採取履歴テーブル５００に追加する。
【０１８５】
　これにより、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因になった業務処理が、
情報処理装置１１０に関連する場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取すること
ができる。一方で、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因になった業務処理
が、情報処理装置１１０に関連しない場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取し
ない。結果として、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因になった業務処理
に関連していない情報処理装置１１０の動作情報については、情報蓄積装置１００に取得
させず、情報蓄積装置１００における障害対策の精度向上を図ることができる。
【０１８６】
　ここでは、情報処理装置１１０の利用者が、業務処理の識別情報を情報処理装置１１０
に入力した場合について説明したが、これに限らない。例えば、管理装置２０１の利用者
が、業務処理の識別情報を管理装置２０１に入力し、管理装置２０１が、業務処理の識別
情報を情報処理装置１１０に入力してもよい。
【０１８７】
（第２の採取パターン）
　次に、図２０を用いて、第２の採取パターンについて説明する。
【０１８８】
　図２０は、第２の採取パターンにおける採取動作を示す説明図である。図２０の例では
、情報処理装置１１０－１にスローダウンの障害が発生した場合を例に挙げて、第２の採
取パターンにおける採取動作について説明する。
【０１８９】
　（２０）情報処理装置１１０－１の利用者は、情報処理装置１１０－１にスローダウン
の障害が発生したため、情報処理装置１１０－１を再起動する。次に、情報処理装置１１
０－１の利用者は、障害の識別情報「スローダウン」を情報処理装置１１０－１に入力す
る。情報処理装置１１０－１は、情報処理装置１１０－１の利用者から、動作情報の採取
指示として、障害の識別情報「スローダウン」を受け付ける。情報処理装置１１０－１は
、障害の識別情報「スローダウン」を受け付けると、直前の再起動時刻を出力する。
【０１９０】
　情報処理装置１１０－１の利用者は、再起動時刻を参照して、情報処理装置１１０－１
がスローダウンの障害を解消するために再起動した情報処理装置１１０であるか否かを確
認する。情報処理装置１１０－１の利用者は、情報処理装置１１０－１がスローダウンの
障害を解消するために再起動した情報処理装置１１０であることを確認すると、採取許可
を情報処理装置１１０－１に入力する。
【０１９１】
　情報処理装置１１０－１は、採取許可を受け付けると、動作情報を採取し、採取した動
作情報を、当該動作情報の採取時刻と対応付けたレコードを、採取履歴テーブル５００に
追加する。これにより、情報処理装置１１０は、採取許可を受け付けた場合には、情報処
理装置１１０の動作情報を採取することができる。一方で、情報処理装置１１０は、採取
不許可を受け付けた場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取しない。結果として
、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因になった障害「スローダウン」を発
生していない情報処理装置１１０の動作情報については、情報蓄積装置１００に取得させ
ず、情報蓄積装置１００における障害対策の精度向上を図ることができる。
【０１９２】
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　ここでは、情報処理装置１１０の利用者が、障害の識別情報「スローダウン」を情報処
理装置１１０に入力した場合について説明したが、これに限らない。例えば、管理装置２
０１の利用者が、障害の識別情報「スローダウン」を管理装置２０１に入力し、管理装置
２０１が、障害の識別情報「スローダウン」を情報処理装置１１０に入力してもよい。こ
のとき、管理装置２０１は、情報処理装置１１０にｐｉｎｇを送信し、情報処理装置１１
０においてスローダウンが発生していたか否かを確認して、管理装置２０１の利用者に確
認結果を通知してもよい。また、管理装置２０１は、スローダウンが発生していたことを
確認してから、障害の識別情報「スローダウン」を情報処理装置１１０に入力してもよい
。
【０１９３】
（第３の採取パターン）
　次に、図２１を用いて、第３の採取パターンについて説明する。
【０１９４】
　図２１は、第３の採取パターンにおける採取動作を示す説明図である。図２１の例では
、情報処理装置１１０－１に資源不足の障害が発生した場合を例に挙げて、第３の採取パ
ターンにおける採取動作について説明する。また、図２１の例では、情報処理装置１１０
は、監視プログラムを起動し、情報処理装置１１０において発生した障害の識別情報を記
憶する監視ファイルを作成するとする。
【０１９５】
　（２１）情報処理装置１１０－１の利用者は、情報処理装置１１０－１に資源不足の障
害が発生したため、障害の識別情報「資源不足」を情報処理装置１１０－１に入力する。
情報処理装置１１０－１は、情報処理装置１１０－１の利用者から、動作情報の採取指示
として、障害の識別情報「資源不足」を受け付ける。情報処理装置１１０－１は、障害の
識別情報「資源不足」を受け付けると、監視ファイルを参照して、資源不足の障害が、自
装置で発生したか否かを判定する。情報処理装置１１０－１は、資源不足の障害が、自装
置で発生したと判定すると、動作情報を採取し、採取した動作情報を、当該動作情報の採
取時刻と対応付けたレコードを、採取履歴テーブル５００に追加する。
【０１９６】
　これにより、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因になった障害が、情報
処理装置１１０において発生した障害である場合には、情報処理装置１１０の動作情報を
採取することができる。一方で、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因にな
った障害が、情報処理装置１１０において発生していない場合には、情報処理装置１１０
の動作情報を採取しない。結果として、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原
因になった障害を発生していない情報処理装置１１０の動作情報については、情報蓄積装
置１００に取得させず、情報蓄積装置１００における障害対策の精度向上を図ることがで
きる。
【０１９７】
　ここでは、情報処理装置１１０の利用者が、障害の識別情報「資源不足」を情報処理装
置１１０に入力した場合について説明したが、これに限らない。例えば、管理装置２０１
の利用者が、障害の識別情報「資源不足」を管理装置２０１に入力し、管理装置２０１が
、障害の識別情報「資源不足」を情報処理装置１１０に入力してもよい。
【０１９８】
（第４の採取パターン）
　次に、図２２を用いて、第４の採取パターンについて説明する。
【０１９９】
　図２２は、第４の採取パターンにおける採取動作を示す説明図である。図２２の例では
、情報処理装置１１０－１に終了指示をしたプロセスが終了しない場合を例に挙げて、第
４の採取パターンにおける採取動作について説明する。
【０２００】
　（２２）情報処理装置１１０－１の利用者は、プロセスのＰＩＤと、当該プロセスを終
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了指示を受け付けないプロセスとして指定する情報とを、情報処理装置１１０－１に入力
する。情報処理装置１１０－１は、情報処理装置１１０－１の利用者から、プロセスのＰ
ＩＤと、当該プロセスを終了指示を受け付けないプロセスとして指定する情報とを受け付
ける。情報処理装置１１０－１は、プロセスのＰＩＤを受け付けると、プロセスリストを
参照して、当該プロセスが実行中であるか否かを判定する。情報処理装置１１０－１は、
終了指示を受け付けないプロセスとして指定されたプロセスが実行中である場合、実際に
終了指示を受け付けないプロセスであると判定する。そして、情報処理装置１１０－１は
、動作情報を採取し、採取した動作情報を、当該動作情報の採取時刻と対応付けたレコー
ドを、採取履歴テーブル５００に追加する。
【０２０１】
　これにより、情報処理装置１１０は、開始指示を受け付けないプロセスとして指定され
た、動作情報の採取を行う原因になったプロセスが、実際に開始できていない場合には、
情報処理装置１１０の動作情報を採取することができる。一方で、情報処理装置１１０は
、開始指示を受け付けないプロセスとして指定された、動作情報の採取を行う原因になっ
たプロセスが、実際には開始できている場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取
しない。結果として、情報処理装置１１０は、実際には開始できている場合には、情報蓄
積装置１００に動作情報を取得させず、情報蓄積装置１００における障害対策の精度向上
を図ることができる。
【０２０２】
　また、情報処理装置１１０は、終了指示を受け付けないプロセスとして指定された、動
作情報の採取を行う原因になったプロセスが、実際に終了できていない場合には、情報処
理装置１１０の動作情報を採取することができる。一方で、情報処理装置１１０は、終了
指示を受け付けないプロセスとして指定された、動作情報の採取を行う原因になったプロ
セスが、実際には終了できている場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取しない
。結果として、実際には終了できている場合には、情報蓄積装置１００に動作情報を取得
させず、情報蓄積装置１００における障害対策の精度向上を図ることができる。
【０２０３】
　ここでは、情報処理装置１１０の利用者が、プロセスのＰＩＤと、当該プロセスを終了
指示を受け付けないプロセスとして指定する情報を情報処理装置１１０に入力した場合に
ついて説明したが、これに限らない。例えば、管理装置２０１の利用者が、プロセスのＰ
ＩＤと、当該プロセスを終了指示を受け付けないプロセスとして指定する情報を管理装置
２０１に入力してもよい。この場合、管理装置２０１が、プロセスのＰＩＤと、当該プロ
セスを終了指示を受け付けないプロセスとして指定する情報を情報処理装置１１０に入力
する。
【０２０４】
（準備動作の指示処理手順）
　次に、図２３を用いて、第１の採取パターンにおける準備動作の指示処理手順の一例に
ついて説明する。
【０２０５】
　図２３は、準備動作の指示処理手順の一例を示すフローチャートである。図２３におい
て、調査装置２０３は、複数の情報処理装置１１０に、業務処理を実行させる（ステップ
Ｓ２３０１）。次に、調査装置２０３は、情報処理装置１１０からログファイル７００を
取得する（ステップＳ２３０２）。そして、調査装置２０３は、業務の実行時間を算出す
る（ステップＳ２３０３）。
【０２０６】
　次に、調査装置２０３は、複数の情報処理装置１１０のそれぞれに、調査プログラムを
実行させる（ステップＳ２３０４）。そして、調査装置２０３は、変数ｘに１を設定する
（ステップＳ２３０５）。次に、調査装置２０３は、複数の情報処理装置１１０に、業務
処理を実行させる（ステップＳ２３０６）。そして、調査装置２０３は、複数の情報処理
装置１１０に、ステップＳ２３０３において算出した実行時間分の待機処理を開始させる
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（ステップＳ２３０７）。
【０２０７】
　次に、調査装置２０３は、変数ｘにｘ＋１を設定する（ステップＳ２３０８）。そして
、調査装置２０３は、変数ｘがｎより大きいか否かを判定する（ステップＳ２３０９）。
ここで、大きくない場合（ステップＳ２３０９：Ｎｏ）、調査装置２０３は、ステップＳ
２３０６の処理に戻る。一方で、大きい場合（ステップＳ２３０９：Ｙｅｓ）、調査装置
２０３は、準備動作の指示処理を終了する。
【０２０８】
（準備処理手順）
　次に、図２４を用いて、第１の採取パターンにおける準備処理手順の一例について説明
する。
【０２０９】
　図２４は、準備処理手順の一例を示すフローチャートである。図２４において、情報処
理装置１１０は、プロセスリストを読み込む（ステップＳ２４０１）。次に、情報処理装
置１１０は、調査処理を実行する（ステップＳ２４０２）。
【０２１０】
　これにより、情報処理装置１１０は、複数回分の業務処理のそれぞれの業務処理の実行
中の平均ＣＰＵ使用率および累積実行時間を取得する。また、情報処理装置１１０は、複
数回分の待機処理のそれぞれの待機処理の実行中の平均ＣＰＵ使用率および累積実行時間
を取得する。
【０２１１】
　そして、情報処理装置１１０は、複数回分の業務処理の実行中における平均ＣＰＵ使用
率を算出し、複数回分の待機処理の実行中の平均ＣＰＵ使用率を算出する（ステップＳ２
４０３）。次に、情報処理装置１１０は、プロセスリストの常駐プロセスのそれぞれのプ
ロセスについて、複数回分の業務処理の実行中における平均累積実行時間を算出し、複数
回分の待機処理の実行中の平均累積実行時間を算出する（ステップＳ２４０４）。
【０２１２】
　そして、情報処理装置１１０は、実行中における平均ＣＰＵ使用率－待機中における平
均ＣＰＵ使用率が、閾値より大きいか否かを判定する（ステップＳ２４０５）。ここで、
大きくない場合（ステップＳ２４０５：Ｎｏ）、情報処理装置１１０は、ステップＳ２４
１１の処理に移行する。
【０２１３】
　一方で、大きい場合（ステップＳ２４０５：Ｙｅｓ）、情報処理装置１１０は、変数ｊ
に１を設定する（ステップＳ２４０６）。次に、情報処理装置１１０は、ｊ番目のプロセ
スについて、実行中における平均累積実行時間－待機中における平均累積実行時間が、閾
値より大きいか否かを判定する（ステップＳ２４０７）。ここで、大きくない場合（ステ
ップＳ２４０７：Ｎｏ）、情報処理装置１１０は、ステップＳ２４１１の処理に移行する
。
【０２１４】
　一方で、大きい場合（ステップＳ２４０７：Ｙｅｓ）、情報処理装置１１０は、実行中
における平均累積実行時間が０より大きく、かつ、待機中における平均累積実行時間が０
であるか否かを判定する（ステップＳ２４０８）。ここで、実行中における平均累積実行
時間が０であるか、または、待機中における平均累積実行時間が０より大きい場合（ステ
ップＳ２４０８：Ｎｏ）、情報処理装置１１０は、ステップＳ２４１１の処理に移行する
。
【０２１５】
　一方で、実行中における平均累積実行時間が０より大きく、かつ、待機中における平均
累積実行時間が０である場合（ステップＳ２４０８：Ｙｅｓ）、情報処理装置１１０は、
変数ｊにｊ＋１を設定する（ステップＳ２４０９）。次に、情報処理装置１１０は、変数
ｊがプロセス数より大きいか否かを判定する（ステップＳ２４１０）。ここで、プロセス
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数以下である場合（ステップＳ２４１０：Ｎｏ）、情報処理装置１１０は、ステップＳ２
４０７の処理に戻る。一方で、プロセスより大きい場合（ステップＳ２４１０：Ｙｅｓ）
、情報処理装置１１０は、準備処理を終了する。
【０２１６】
　また、ステップＳ２４１１において、情報処理装置１１０は、関連性テーブル４００を
更新して（ステップＳ２４１１）、準備処理を終了する。これにより、情報処理装置１１
０は、第１の採取パターンにおける採取動作に用いる関連性テーブル４００を更新するこ
とができる。
【０２１７】
（調査処理手順）
　次に、図２５を用いて、図２４のステップＳ２４０２に示した調査処理手順の一例につ
いて説明する。
【０２１８】
　図２５は、調査処理手順の一例を示すフローチャートである。図２５において、情報処
理装置１１０は、業務処理の開始時の常駐プロセスの累積実行時間を取得する（ステップ
Ｓ２５０１）。次に、情報処理装置１１０は、業務処理の終了時の常駐プロセスの累積実
行時間を取得する（ステップＳ２５０２）。そして、情報処理装置１１０は、業務処理の
実行中における平均ＣＰＵ使用率を算出する（ステップＳ２５０３）。
【０２１９】
　次に、情報処理装置１１０は、待機処理の開始時の常駐プロセスの累積実行時間を取得
する（ステップＳ２５０４）。そして、情報処理装置１１０は、待機処理の終了時の常駐
プロセスの累積実行時間を取得する（ステップＳ２５０５）。次に、待機処理の実行中に
おける平均ＣＰＵ使用率を算出する（ステップＳ２５０６）。
【０２２０】
　そして、情報処理装置１１０は、調査終了の通知を受け付けたか否かを判定する（ステ
ップＳ２５０７）。調査終了の通知を受け付けていない場合（ステップＳ２５０７：Ｎｏ
）、情報処理装置１１０は、ステップＳ２５０１の処理に戻る。一方で、調査終了の通知
を受け付けた場合（ステップＳ２５０７：Ｙｅｓ）、情報処理装置１１０は、調査処理を
終了する。
【０２２１】
（採取処理手順）
　次に、図２６を用いて、採取処理手順の一例について説明する。図２６の採取処理手順
は、情報処理装置１１０が、情報処理装置１１０の利用者から、情報処理装置１１０の動
作情報の採取指示を受け付ける場合の処理である。
【０２２２】
　図２６は、採取処理手順の一例を示すフローチャートである。図２６において、情報処
理装置１１０は、第１パラメータを取得する（ステップＳ２６０１）。次に、情報処理装
置１１０は、現在時刻を取得する（ステップＳ２６０２）。
【０２２３】
　そして、情報処理装置１１０は、第１パラメータが、業務処理であるか否かを判定する
（ステップＳ２６０３）。ここで、業務処理である場合（ステップＳ２６０３：Ｙｅｓ）
、情報処理装置１１０は、第１の採取パターンにおける採取処理を実行して（ステップＳ
２６０４）、ステップＳ２６１１の処理に移行する。
【０２２４】
　一方で、業務処理ではない場合（ステップＳ２６０３：Ｎｏ）、情報処理装置１１０は
、第１パラメータが、スローダウンであるか否かを判定する（ステップＳ２６０５）。こ
こで、スローダウンである場合（ステップＳ２６０５：Ｙｅｓ）、情報処理装置１１０は
、第２の採取パターンにおける採取処理を実行して（ステップＳ２６０６）、ステップＳ
２６１１の処理に移行する。
【０２２５】
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　一方で、スローダウンではない場合（ステップＳ２６０５：Ｎｏ）、情報処理装置１１
０は、第１パラメータが、資源不足であるか否かを判定する（ステップＳ２６０７）。こ
こで、資源不足である場合（ステップＳ２６０７：Ｙｅｓ）、情報処理装置１１０は、第
３の採取パターンにおける採取処理を実行して（ステップＳ２６０８）、ステップＳ２６
１１の処理に移行する。
【０２２６】
　一方で、資源不足ではない場合（ステップＳ２６０７：Ｎｏ）、情報処理装置１１０は
、第１パラメータが、障害に応じたエラーメッセージであるか否かを判定する（ステップ
Ｓ２６０９）。ここで、エラーメッセージである場合（ステップＳ２６０９：Ｙｅｓ）、
情報処理装置１１０は、第３の採取パターンにおける採取処理を実行して（ステップＳ２
６０８）、ステップＳ２６１１の処理に移行する。
【０２２７】
　一方で、エラーメッセージではない場合（ステップＳ２６０９：Ｎｏ）、情報処理装置
１１０は、第４の採取パターンにおける採取処理を実行して（ステップＳ２６１０）、ス
テップＳ２６１１の処理に移行する。
【０２２８】
　ステップＳ２６１１において、情報処理装置１１０は、復帰値が採取実行指示か否かを
判定する（ステップＳ２６１１）。ここで、復帰値が採取実行指示ではない場合（ステッ
プＳ２６１１：Ｎｏ）、情報処理装置１１０は、出力対象に設定されたメッセージを出力
して（ステップＳ２６１２）、採取処理を終了する。
【０２２９】
　一方で、復帰値が採取実行指示である場合（ステップＳ２６１１：Ｙｅｓ）、情報処理
装置１１０は、情報処理装置１１０の動作情報を採取して（ステップＳ２６１３）、採取
履歴テーブル５００を更新して（ステップＳ２６１４）、採取処理を終了する。
【０２３０】
（第１の採取パターンにおける採取処理手順）
　次に、図２７を用いて、図２６のステップＳ２６０４に示した第１の採取パターンにお
ける採取処理手順の一例について説明する。
【０２３１】
　図２７は、第１の採取パターンにおける採取処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。図２７において、情報処理装置１１０は、関連性テーブル４００を取得する（ステッ
プＳ２７０１）。次に、情報処理装置１１０は、第２パラメータとして、業務処理の識別
情報を取得する（ステップＳ２７０２）。そして、情報処理装置１１０は、関連性テーブ
ル４００の中で第２パラメータに対応するレコードを取得する（ステップＳ２７０３）。
【０２３２】
　次に、取得したレコードの関連性項目に設定された情報が、関連性「あり」であるか否
かを判定する（ステップＳ２７０４）。ここで、関連性「あり」である場合（ステップＳ
２７０４：Ｙｅｓ）、情報処理装置１１０は、採取実行指示を復帰値に設定して（ステッ
プＳ２７０５）、第１の採取パターンにおける採取処理を終了する。
【０２３３】
　一方で、関連性「なし」である場合（ステップＳ２７０４：Ｎｏ）、第１の採取パター
ンにおける採取処理を終了する。
【０２３４】
（第２の採取パターンにおける採取処理手順）
　次に、図２８を用いて、図２６のステップＳ２６０６に示した第２の採取パターンにお
ける採取処理手順の一例について説明する。
【０２３５】
　図２８は、第２の採取パターンにおける採取処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。図２８において、情報処理装置１１０は、直前の再起動時刻を取得し、再起動時刻を
情報処理装置１１０の利用者に通知する（ステップＳ２８０１）。次に、情報処理装置１
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１０は、再起動時刻を通知した情報処理装置１１０の利用者からの操作入力を受け付ける
（ステップＳ２８０２）。
【０２３６】
　そして、情報処理装置１１０は、操作入力が採取許可であるか否かを判定する（ステッ
プＳ２８０３）。ここで、採取許可である場合（ステップＳ２８０３：Ｙｅｓ）、情報処
理装置１１０は、採取実行指示を復帰値に設定し（ステップＳ２８０４）、第２の採取パ
ターンにおける採取処理を終了する。一方で、採取許可ではない場合（ステップＳ２８０
３：Ｎｏ）、情報処理装置１１０は、第２の採取パターンにおける採取処理を終了する。
【０２３７】
（第３の採取パターンにおける採取処理手順）
　次に、図２９を用いて、図２６のステップＳ２６０８に示した第３の採取パターンにお
ける採取処理手順の一例について説明する。
【０２３８】
　図２９は、第３の採取パターンにおける採取処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。図２９において、情報処理装置１１０は、第２パラメータとして、障害の識別情報を
取得する（ステップＳ２９０１）。次に、情報処理装置１１０は、監視ファイルの中から
、第２パラメータに対応する情報を取得する（ステップＳ２９０２）。
【０２３９】
　そして、情報処理装置１１０は、取得できたか否かを判定する（ステップＳ２９０３）
。ここで、取得できた場合（ステップＳ２９０３：Ｙｅｓ）、情報処理装置１１０は、採
取実行指示を復帰値に設定し（ステップＳ２９０４）、第３の採取パターンにおける採取
処理を終了する。
【０２４０】
　一方で、取得できなかった場合（ステップＳ２９０３：Ｎｏ）、情報処理装置１１０は
、障害が発生していないことを示す情報を、出力対象に設定して（ステップＳ２９０５）
、を第３の採取パターンにおける採取処理を終了する。
【０２４１】
（第４の採取パターンにおける採取処理手順）
　次に、図３０を用いて、図２６のステップＳ２６１０に示した第４の採取パターンにお
ける採取処理手順の一例について説明する。
【０２４２】
　図３０は、第４の採取パターンにおける採取処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。図３０において、情報処理装置１１０は、第２パラメータを取得する（ステップＳ３
００１）。次に、情報処理装置１１０は、第３パラメータを取得する（ステップＳ３００
２）。そして、情報処理装置１１０は、第２パラメータが、起動指示を受け付けないプロ
セスを指定する情報であるか否かを判定する（ステップＳ３００３）。ここで、起動指示
を受け付けないプロセスを指定する情報ではない場合（ステップＳ３００３：Ｎｏ）、情
報処理装置１１０は、ステップＳ３００８の処理に移行する。
【０２４３】
　一方で、起動指示を受け付けないプロセスを指定する情報である場合（ステップＳ３０
０３：Ｙｅｓ）、情報処理装置１１０は、プロセスリストから、第３パラメータに対応す
るプロセスの状態を取得する（ステップＳ３００４）。そして、情報処理装置１１０は、
取得できなかったか否かを判定する（ステップＳ３００５）。ここで、取得できなかった
場合（ステップＳ３００５：Ｙｅｓ）、情報処理装置１１０は、採取実行指示を復帰値に
設定し（ステップＳ３００６）、第４の採取パターンにおける採取処理を終了する。
【０２４４】
　一方で、取得できた場合（ステップＳ３００５：Ｎｏ）、情報処理装置１１０は、プロ
セスが起動していることを示す情報を、出力対象に設定して（ステップＳ３００７）、第
４の採取パターンにおける採取処理を終了する。
【０２４５】
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　また、ステップＳ３００８において、情報処理装置１１０は、プロセスリストから、第
３パラメータに対応するプロセスの状態を取得する（ステップＳ３００８）。そして、情
報処理装置１１０は、取得できたか否かを判定する（ステップＳ３００９）。ここで、取
得できた場合（ステップＳ３００９：Ｙｅｓ）、情報処理装置１１０は、採取実行指示を
復帰値に設定し（ステップＳ３０１０）、第４の採取パターンにおける採取処理を終了す
る。
【０２４６】
　一方で、取得できなかった場合（ステップＳ３００９：Ｎｏ）、情報処理装置１１０は
、プロセスが終了していることを示す情報を、出力対象に設定して（ステップＳ３０１１
）、を第４の採取パターンにおける採取処理を終了する。
【０２４７】
（採取指示処理手順）
　次に、図３１を用いて、採取指示処理手順の一例について説明する。図３１の採取指示
処理手順は、管理装置２０１が、管理装置２０１の利用者から、情報処理装置１１０の動
作情報の採取指示を受け付け、情報処理装置１１０に送信する場合の処理である。
【０２４８】
　図３１は、採取指示処理手順の一例を示すフローチャートである。図３１において、管
理装置２０１は、第１パラメータを取得する（ステップＳ３１０１）。次に、管理装置２
０１は、現在時刻を取得する（ステップＳ３１０２）。
【０２４９】
　そして、管理装置２０１は、第１パラメータが、業務処理であるか否かを判定する（ス
テップＳ３１０３）。ここで、業務処理である場合（ステップＳ３１０３：Ｙｅｓ）、管
理装置２０１は、第１の採取パターンにおける採取指示の出力処理を実行して（ステップ
Ｓ３１０４）、採取指示処理を終了する。
【０２５０】
　一方で、業務処理ではない場合（ステップＳ３１０３：Ｎｏ）、管理装置２０１は、第
１パラメータが、スローダウンであるか否かを判定する（ステップＳ３１０５）。ここで
、スローダウンである場合（ステップＳ３１０５：Ｙｅｓ）、管理装置２０１は、第２の
採取パターンにおける採取指示の出力処理を実行して（ステップＳ３１０６）、採取指示
処理を終了する。
【０２５１】
　一方で、スローダウンではない場合（ステップＳ３１０５：Ｎｏ）、管理装置２０１は
、第１パラメータが、資源不足であるか否かを判定する（ステップＳ３１０７）。ここで
、資源不足である場合（ステップＳ３１０７：Ｙｅｓ）、管理装置２０１は、第３の採取
パターンにおける採取指示の出力処理を実行して（ステップＳ３１０８）、採取指示処理
を終了する。
【０２５２】
　一方で、資源不足ではない場合（ステップＳ３１０７：Ｎｏ）、管理装置２０１は、第
１パラメータが、障害に応じたエラーメッセージであるか否かを判定する（ステップＳ３
１０９）。ここで、エラーメッセージである場合（ステップＳ３１０９：Ｙｅｓ）、管理
装置２０１は、第３の採取パターンにおける採取指示の出力処理を実行して（ステップＳ
３１０８）、採取指示処理を終了する。
【０２５３】
　一方で、エラーメッセージではない場合（ステップＳ３１０９：Ｎｏ）、管理装置２０
１は、第４の採取パターンにおける採取指示の出力処理を実行して（ステップＳ３１１０
）、採取指示処理を終了する。
【０２５４】
（第１の採取パターンの採取指示の出力処理手順）
　次に、図３２を用いて、図３１のステップＳ３１０４に示した第１の採取パターンの採
取指示の出力処理手順の一例について説明する。
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【０２５５】
　図３２は、第１の採取パターンの採取指示の出力処理手順の一例を示すフローチャート
である。図３２において、管理装置２０１は、ＩＰテーブル８００を取得する（ステップ
Ｓ３２０１）。次に、管理装置２０１は、いずれかのＩＰを指定して、いずれかのＩＰが
示す情報処理装置１１０に採取指示を送信する（ステップＳ３２０２）。そして、管理装
置２０１は、一定時間待機する（ステップＳ３２０３）。
【０２５６】
　次に、管理装置２０１は、すべての情報処理装置１１０の動作情報の採取が完了したか
否かを判定する（ステップＳ３２０４）。ここで、完了していない場合（ステップＳ３２
０４：Ｎｏ）、管理装置２０１は、ステップＳ３２０２の処理に戻る。一方で、完了した
場合（ステップＳ３２０４：Ｙｅｓ）、管理装置２０１は、出力処理を終了する。
【０２５７】
（第２の採取パターンの採取指示の出力処理手順）
　次に、図３３を用いて、図３１のステップＳ３１０６に示した第２の採取パターンの採
取指示の出力処理手順の一例について説明する。
【０２５８】
　図３３は、第２の採取パターンの採取指示の出力処理手順の一例を示すフローチャート
である。図３３において、管理装置２０１は、ＩＰテーブル８００を取得し、ＩＰを出力
する（ステップＳ３３０１）。次に、管理装置２０１は、いずれかのＩＰを指定する操作
入力を受け付ける（ステップＳ３３０２）。そして、管理装置２０１は、指定されたＩＰ
が示す情報処理装置１１０に、ｐｉｎｇを送信する（ステップＳ３３０３）。
【０２５９】
　次に、管理装置２０１は、応答があったか否かを判定する（ステップＳ３３０４）。こ
こで、応答があった場合（ステップＳ３３０４：Ｙｅｓ）、管理装置２０１は、応答あり
を出力して（ステップＳ３３０５）、ステップＳ３３０７の処理に移行する。一方で、応
答がなかった場合（ステップＳ３３０４：Ｎｏ）、管理装置２０１は、応答なしを出力し
て（ステップＳ３３０６）、ステップＳ３３０７の処理に移行する。
【０２６０】
　ステップＳ３３０７において、管理装置２０１は、採取を実行させるか否かを判定する
（ステップＳ３３０７）。ここで、採取を実行させる場合（ステップＳ３３０７：Ｙｅｓ
）、管理装置２０１は、情報処理装置１１０に採取指示を送信して（ステップＳ３３０８
）、出力処理を終了する。一方で、採取を実行させない場合（ステップＳ３３０７：Ｎｏ
）、管理装置２０１は、出力処理を終了する。
【０２６１】
（第３の採取パターンの採取指示の出力処理手順）
　次に、図３４を用いて、図３１のステップＳ３１０８に示した第３の採取パターンの採
取指示の出力処理手順の一例について説明する。
【０２６２】
　図３４は、第３の採取パターンの採取指示の出力処理手順の一例を示すフローチャート
である。図３４において、管理装置２０１は、ＩＰテーブル８００を取得し、ＩＰを出力
する（ステップＳ３４０１）。次に、管理装置２０１は、いずれかのＩＰを指定する操作
入力を受け付ける（ステップＳ３４０２）。そして、管理装置２０１は、指定されたＩＰ
が示す情報処理装置１１０に、採取指示を送信する（ステップＳ３４０３）。
【０２６３】
　次に、管理装置２０１は、復帰値に採取実行指示が設定されているか否かを判定する（
ステップＳ３４０４）。ここで、設定されていない場合（ステップＳ３４０４：Ｎｏ）、
管理装置２０１は、障害が発生していないことを示す情報を出力して（ステップＳ３４０
５）、出力処理を終了する。一方で、設定されている場合（ステップＳ３４０４：Ｙｅｓ
）、管理装置２０１は、出力処理を終了する。
【０２６４】
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（第４の採取パターンの採取指示の出力処理手順）
　次に、図３５を用いて、図３１のステップＳ３１１０に示した第４の採取パターンの採
取指示の出力処理手順の一例について説明する。
【０２６５】
　図３５は、第４の採取パターンの採取指示の出力処理手順の一例を示すフローチャート
である。図３５において、管理装置２０１は、ＩＰテーブル８００を取得し、ＩＰを出力
する（ステップＳ３５０１）。次に、管理装置２０１は、いずれかのＩＰを指定する操作
入力を受け付ける（ステップＳ３５０２）。そして、管理装置２０１は、指定されたＩＰ
が示す情報処理装置１１０に、採取指示を送信する（ステップＳ３５０３）。
【０２６６】
　次に、管理装置２０１は、復帰値に採取実行指示が設定されているか否かを判定する（
ステップＳ３５０４）。ここで、設定されていない場合（ステップＳ３５０４：Ｎｏ）、
管理装置２０１は、プロセスが正常に起動、または終了していることを示す情報を出力し
て（ステップＳ３５０５）、出力処理を終了する。一方で、設定されている場合（ステッ
プＳ３５０４：Ｙｅｓ）、管理装置２０１は、出力処理を終了する。
【０２６７】
（情報蓄積処理手順）
　次に、図３６および図３７を用いて、情報蓄積処理手順の一例について説明する。
【０２６８】
　図３６および図３７は、情報蓄積処理手順の一例を示すフローチャートである。図３６
において、情報蓄積装置１００は、動作情報履歴テーブル１０００の動作情報履歴１０２
を取得して、それぞれＡ1、・・・Ａsumに設定する（ステップＳ３６０１）。次に、情報
蓄積装置１００は、Ａ1、・・・Ａsumから採取時刻を抽出して、それぞれＡ1（１）、・
・・Ａk（Ｎk）に設定する（ステップＳ３６０２）。
【０２６９】
　そして、情報蓄積装置１００は、情報処理装置１１０から出力された調査情報６００に
含まれる採取履歴テーブル５００を取得し、採取履歴テーブル５００の中の採取時刻一覧
１１１から採取時刻を抽出して、それぞれＢ（１）、・・・Ｂ（Ｍ）に設定する（ステッ
プＳ３６０３）。次に、情報蓄積装置１００は、図３７のステップＳ３７０１の処理に移
行する。
【０２７０】
　図３７において、情報蓄積装置１００は、変数ｋに１を設定する（ステップＳ３７０１
）。次に、情報蓄積装置１００は、変数ｌに１を設定する（ステップＳ３７０２）。そし
て、情報蓄積装置１００は、変数ｊに０を設定する（ステップＳ３７０３）。
【０２７１】
　次に、情報蓄積装置１００は、Ｂ（Ｍ－ｌ）＝Ａk（Ｎk－ｊ）であるか否かを判定する
（ステップＳ３７０４）。ここで、Ｂ（Ｍ－ｌ）＝Ａk（Ｎk－ｊ）である場合（ステップ
Ｓ３７０４：Ｙｅｓ）、情報蓄積装置１００は、変数ｊにｊ＋１を設定する（ステップＳ
３７０５）。
【０２７２】
　次に、情報蓄積装置１００は、ｊがＮkより大きいか否かを判定する（ステップＳ３７
０６）。ここで、大きくない場合（ステップＳ３７０６：Ｎｏ）、情報蓄積装置１００は
、ステップＳ３７０４の処理に戻る。
【０２７３】
　一方で、大きい場合（ステップＳ３７０６：Ｙｅｓ）、情報蓄積装置１００は、変数ｌ
にｌ＋１を設定する（ステップＳ３７０７）。次に、情報蓄積装置１００は、ｌがＭより
大きいか否かを判定する（ステップＳ３７０８）。ここで、大きくない場合（ステップＳ
３７０８：Ｎｏ）、情報蓄積装置１００は、ステップＳ３７０３の処理に戻る。
【０２７４】
　一方で、大きい場合（ステップＳ３７０８：Ｙｅｓ）、情報蓄積装置１００は、取得し
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た動作情報履歴１０２が、新しい情報処理装置１１０の動作情報履歴１０２であると特定
する（ステップＳ３７０９）。次に、情報蓄積装置１００は、動作情報履歴テーブル１０
００に、取得した動作情報履歴１０２を記録する（ステップＳ３７１０）。そして、情報
蓄積装置１００は、情報蓄積処理を終了する。
【０２７５】
　一方で、ステップＳ３７０４において、Ｂ（Ｍ－ｌ）＝Ａk（Ｎk－ｊ）ではない場合（
ステップＳ３７０４：Ｎｏ）、情報蓄積装置１００は、変数ＮＵＭにｋを設定し、変数Ｌ
ＩＮＥ＿Ａにｊを設定し、変数ＬＩＮＥ＿Ｂにｌを設定し、図３８に示す確認処理を実行
する（ステップＳ３７１１）。次に、情報蓄積装置１００は、復帰値が０であるか否かを
判定する（ステップＳ３７１２）。ここで、復帰値が０ではない場合（ステップＳ３７１
２：Ｎｏ）、情報蓄積装置１００は、変数ｋにＮＵＭ＋１を設定して（ステップＳ３７１
３）、ステップＳ３７０２の処理に戻る。
【０２７６】
　一方で、復帰値が０である場合（ステップＳ３７１２：Ｙｅｓ）、情報蓄積装置１００
は、Ａkに設定された動作情報履歴１０２を特定する（ステップＳ３７１４）。次に、情
報蓄積装置１００は、動作情報履歴テーブル１０００における、Ａkに設定された動作情
報履歴１０２を更新する（ステップＳ３７１５）。そして、情報蓄積装置１００は、情報
蓄積処理を終了する。
【０２７７】
（確認処理手順）
　次に、図３８を用いて、図３７のステップＳ３７１１に示した確認処理手順の一例につ
いて説明する。
【０２７８】
　図３８は、確認処理手順の一例を示すフローチャートである。図３８において、情報蓄
積装置１００は、変数ｊにＬＩＮＥ＿Ａ＋１を設定する（ステップＳ３８０１）。次に、
情報蓄積装置１００は、変数ｌにＬＩＮＥ＿Ｂ＋１を設定する（ステップＳ３８０２）。
【０２７９】
　そして、情報蓄積装置１００は、Ｂ（Ｍ－ｌ）＝Ａk（Ｎk－ｊ）であるか否かを判定す
る（ステップＳ３８０３）。ここで、Ｂ（Ｍ－ｌ）＝Ａk（Ｎk－ｊ）ではない場合（ステ
ップＳ３８０３：Ｎｏ）、情報蓄積装置１００は、ステップＳ３８０７の処理に移行する
。
【０２８０】
　一方で、Ｂ（Ｍ－ｌ）＝Ａk（Ｎk－ｊ）である場合（ステップＳ３８０３：Ｙｅｓ）、
情報蓄積装置１００は、変数ｌにｌ＋１を設定する（ステップＳ３８０４）。次に、情報
蓄積装置１００は、ｊがＮより大きいか否かを判定する（ステップＳ３８０５）。ここで
、大きい場合（ステップＳ３８０５：Ｙｅｓ）、情報蓄積装置１００は、復帰値に０を設
定して（ステップＳ３８０６）、確認処理を終了する。一方で、大きくない場合（ステッ
プＳ３８０５：Ｎｏ）、情報蓄積装置１００は、ステップＳ３８０７の処理に移行する。
【０２８１】
　ステップＳ３８０７において、情報蓄積装置１００は、変数ｌにｌ＋１を設定する（ス
テップＳ３８０７）。次に、情報蓄積装置１００は、変数ｌがＭより大きいか否かを判定
する（ステップＳ３８０８）。ここで、大きくない場合（ステップＳ３８０８：Ｎｏ）、
情報蓄積装置１００は、ステップＳ３８０３の処理に戻る。
【０２８２】
　一方で、大きい場合（ステップＳ３８０８：Ｙｅｓ）、情報蓄積装置１００は、復帰値
に１を設定して（ステップＳ３８０９）、確認処理を終了する。
【０２８３】
　以上説明したように、情報蓄積装置１００によれば、情報処理装置１１０により採取さ
れた動作情報と、採取時刻一覧１１１とを取得することができる。そして、情報蓄積装置
１００によれば、動作情報履歴テーブル１０００から、取得した採取時刻一覧１１１に基
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づいて、情報処理装置１１０に対応する動作情報履歴１０２を特定することができる。こ
れにより、情報蓄積装置１００は、情報処理装置１１０のＩＰアドレスなどを取得しなく
ても、情報処理装置１１０単位で動作情報を蓄積することができる。また、情報処理装置
１１０は、情報処理装置１１０の識別情報が漏洩することを防止することができ、業務処
理システムの安全性を向上させることができる。
【０２８４】
　また、情報蓄積装置１００は、特定した動作情報履歴１０２を出力して、情報蓄積装置
１００の使用者に通知することができる。このため、情報蓄積装置１００の使用者は、取
得した動作情報に加えて、情報処理装置１１０により過去に採取された動作情報を参照し
て、障害対策を行うことができ、障害対策の精度を向上することができる。情報蓄積装置
１００の利用者は、例えば、情報処理装置１１０において頻繁に同様の障害が発生してい
るか、他の情報処理装置１１０でも同様の障害が発生しているかなどを把握しながら、障
害対策を行うことができる。
【０２８５】
　また、情報蓄積装置１００によれば、複数の情報処理装置１１０のそれぞれと通信可能
である管理装置２０１を介して、いずれかの情報処理装置１１０により採取された動作情
報と採取時刻一覧１１１とを取得することができる。これにより、情報蓄積装置１００は
、いずれかの情報処理装置１１０のＩＰアドレスが漏洩するリスクを低減することができ
る。
【０２８６】
　また、情報蓄積装置１００によれば、いずれかの情報処理装置１１０に対応する動作情
報履歴１０２が動作情報履歴テーブル１０００に存在しない場合、取得した動作情報が、
新しい動作情報履歴１０２になる動作情報であると判定することができる。そして、情報
蓄積装置１００によれば、取得した動作情報と当該動作情報の採取時刻とを対応付けた動
作情報履歴１０２を、動作情報履歴テーブル１０００に記憶することができる。これによ
り、情報蓄積装置１００は、新しく動作情報履歴１０２を追加することができる。
【０２８７】
　また、情報処理装置１１０によれば、業務処理の識別情報を受け付けたことに応じて、
関連性テーブル４００に基づいて、識別情報を受け付けた業務処理が自装置に関連するか
否かを判定することができる。そして、情報処理装置１１０によれば、関連する場合に、
自装置の動作情報を採取し、当該動作情報の採取時刻を採取時刻一覧１１１に記録するこ
とができる。これにより、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因になった業
務処理が、情報処理装置１１０に関連する場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採
取することができる。一方で、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因になっ
た業務処理が、情報処理装置１１０に関連しない場合には、情報処理装置１１０の動作情
報を採取しない。結果として、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因になっ
た業務処理に関連していない情報処理装置１１０の動作情報については、情報蓄積装置１
００に取得させず、情報蓄積装置１００における障害対策の精度向上を図ることができる
。
【０２８８】
　また、情報処理装置１１０によれば、業務処理の実行中と、待機処理の実行中とにおけ
る、常駐プロセスの実行情報に基づいて、当該業務処理が、自装置に関連するか否かを判
定することができる。これにより、情報処理装置１１０は、関連性テーブル４００を作成
することができる。
【０２８９】
　また、情報処理装置１１０によれば、障害の識別情報を受け付けたことに応じて、識別
情報を受け付けた障害が自装置において発生した障害である場合に、自装置の動作情報を
採取し、当該動作情報の採取時刻を採取時刻一覧１１１に記録することができる。これに
より、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因になった障害が、情報処理装置
１１０において発生した障害である場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取する
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ことができる。一方で、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因になった障害
が、情報処理装置１１０において発生していない場合には、情報処理装置１１０の動作情
報を採取しない。結果として、情報処理装置１１０は、動作情報の採取を行う原因になっ
た障害を発生していない情報処理装置１１０の動作情報については、情報蓄積装置１００
に取得させず、情報蓄積装置１００における障害対策の精度向上を図ることができる。
【０２９０】
　また、情報処理装置１１０によれば、プロセスの起動確認要求を受け付けたことに応じ
て、識別情報を受け付けたプロセスが自装置において実行中のプロセスであるか否かを判
定することができる。そして、情報蓄積装置１００によれば、実行中のプロセスではない
場合、自装置の動作情報を採取し、当該動作情報の採取時刻を採取時刻一覧１１１に記録
することができる。これにより、情報処理装置１１０は、開始指示を受け付けないプロセ
スとして指定された、動作情報の採取を行う原因になったプロセスが、実際に開始できて
いない場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取することができる。一方で、情報
処理装置１１０は、開始指示を受け付けないプロセスとして指定された、動作情報の採取
を行う原因になったプロセスが、実際には開始できている場合には、情報処理装置１１０
の動作情報を採取しない。結果として、情報処理装置１１０は、実際には開始できている
場合には、情報蓄積装置１００に動作情報を取得させず、情報蓄積装置１００における障
害対策の精度向上を図ることができる。
【０２９１】
　また、情報処理装置１１０によれば、プロセスの完了確認要求を受け付けたことに応じ
て、識別情報を受け付けたプロセスが自装置において実行中のプロセスであるか否かを判
定することができる。そして、情報蓄積装置１００によれば、実行中のプロセスである場
合、自装置の動作情報を採取し、当該動作情報の採取時刻を採取時刻一覧１１１に記録す
ることができる。これにより、情報処理装置１１０は、終了指示を受け付けないプロセス
として指定された、動作情報の採取を行う原因になったプロセスが、実際に終了できてい
ない場合には、情報処理装置１１０の動作情報を採取することができる。一方で、情報処
理装置１１０は、終了指示を受け付けないプロセスとして指定された、動作情報の採取を
行う原因になったプロセスが、実際には終了できている場合には、情報処理装置１１０の
動作情報を採取しない。結果として、実際には終了できている場合には、情報蓄積装置１
００に動作情報を取得させず、情報蓄積装置１００における障害対策の精度向上を図るこ
とができる。
【０２９２】
　また、情報処理装置１１０によれば、再起動の完了後に、自装置の動作情報の採取指示
を受け付けたことに応じて、自装置の動作情報を採取し、当該動作情報の採取時刻を採取
時刻一覧１１１に記録することができる。これにより、情報処理装置１１０は、再起動の
完了後の動作情報を取得することができる。
【０２９３】
　また、管理装置２０１によれば、情報処理装置１１０からの応答の有無に基づいて、情
報処理装置１１０に動作情報を採取させるか否かを判定することができる。これにより、
管理装置２０１は、応答がない場合にのみ、動作情報を取得するようにして、誤って動作
情報を取得することを防止することができる。これにより、管理装置２０１は、動作情報
の採取を行う原因になった障害「スローダウン」を発生していない情報処理装置１１０の
動作情報については、情報蓄積装置１００に取得させず、情報蓄積装置１００における障
害対策の精度向上を図ることができる。
【０２９４】
　ここで、従来の情報処理装置が、動作情報にＩＰアドレスを付与して出力し、従来の情
報蓄積装置が、ＩＰアドレスに基づいて情報処理装置単位で動作情報を蓄積する場合が考
えられる。しかしながら、この場合、ＩＰアドレスなどの情報処理装置の識別情報が漏洩
してしまう。また、情報処理装置が、ＩＰアドレスを常時参照可能な状態にしておく場合
は、情報処理装置の安全性が損なわれてしまう。一方で、本実施の形態にかかる情報処理
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装置１１０は、ＩＰアドレスなどの情報処理装置１１０の識別情報を出力せず、動作情報
と採取時刻一覧１１１を出力する。また、本実施の形態にかかる情報蓄積装置１００は、
採取時刻一覧１１１に基づいて、情報処理装置１１０単位で動作情報を蓄積する。これに
より、情報蓄積装置１００は、情報処理装置１１０の安全性を向上することができる。
【０２９５】
　ここで、従来の情報処理装置が、情報処理装置の利用者により任意のＩＤを割り振られ
、動作情報に当該ＩＤを付与して出力し、従来の情報蓄積装置が、ＩＤに基づいて情報処
理装置単位で動作情報を蓄積する場合が考えられる。しかしながら、この場合、情報処理
装置の利用者が、ＩＤの割り振り忘れてしまったり、重複するＩＤを割り振ってしまった
場合には、情報蓄積装置が情報処理装置単位で動作情報を蓄積することができない。一方
で、本実施の形態にかかる情報処理装置１１０は、ＩＤを割り振られることなく、動作情
報と採取時刻一覧１１１を出力する。また、本実施の形態にかかる情報蓄積装置１００は
、採取時刻一覧１１１に基づいて、情報処理装置１１０単位で動作情報を蓄積する。これ
により、情報蓄積装置１００は、情報処理装置１１０単位で動作情報を蓄積する確実性を
向上することができる。
【０２９６】
　ここで、従来の情報処理装置が、ＩＰアドレスに対して暗号化などの変換処理を行い、
動作情報に変換処理した情報を付与して出力する場合が考えられる。この場合、従来の情
報蓄積装置が、変換処理した情報からＩＰアドレスを復元し、ＩＰアドレスに基づいて情
報処理装置単位で動作情報を蓄積する。しかしながら、この場合、変換処理の内容が漏洩
してしまうと、ＩＰアドレスなどの情報処理装置の識別情報が漏洩してしまう。また、変
換処理されていたとしても、ＩＰアドレスなどの情報処理装置の識別情報が外部に存在す
る状況は好ましくない場合がある。また、情報処理装置が、変換処理のために、ＩＰアド
レスを常時参照可能な状態にしておく場合は、情報処理装置の安全性が損なわれてしまう
。一方で、本実施の形態にかかる情報処理装置１１０は、ＩＰアドレスなどの情報処理装
置１１０の識別情報を出力せず、動作情報と採取時刻一覧１１１を出力する。また、本実
施の形態にかかる情報蓄積装置１００は、採取時刻一覧１１１に基づいて、情報処理装置
１１０単位で動作情報を蓄積する。これにより、情報蓄積装置１００は、情報処理装置１
１０の安全性を向上することができる。
【０２９７】
　ここで、従来の情報処理装置が、動作情報にログファイル７００を付与して出力し、従
来の情報蓄積装置が、取得したログファイル７００と、過去に取得したログファイル７０
０と比較することにより、情報処理装置単位で動作情報を蓄積する場合が考えられる。し
かしながら、この場合、ログファイル７００は、サイクリックに更新されるため、過去の
ログファイル７００と一致しない場合があり、従来の情報処理装置を特定可能な情報にな
らないことがある。一方で、本実施の形態にかかる情報処理装置１１０は、動作情報と、
サイクリックに更新されない採取時刻一覧１１１を出力する。また、本実施の形態にかか
る情報蓄積装置１００は、採取時刻一覧１１１に基づいて、情報処理装置１１０単位で動
作情報を蓄積する。これにより、情報蓄積装置１００は、情報処理装置１１０単位で動作
情報を蓄積する確実性を向上することができる。
【０２９８】
　なお、本実施の形態で説明した情報蓄積方法は、予め用意されたプログラムをパーソナ
ル・コンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行することにより実現する
ことができる。本情報蓄積プログラムは、ハードディスク、フレキシブルディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピ
ュータによって記録媒体から読み出されることによって実行される。また本情報蓄積プロ
グラムは、インターネット等のネットワークを介して配布してもよい。
【０２９９】
　上述した実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０３００】
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（付記１）コンピュータに、
　複数の情報処理装置のいずれかの情報処理装置についての動作情報と、当該動作情報の
採取時刻以前における前記いずれかの情報処理装置についての動作情報の採取時刻とを取
得し、
　前記コンピュータがアクセス可能な記憶部に記憶される履歴であって、前記複数の情報
処理装置のそれぞれについて取得した前記動作情報と取得した前記採取時刻とを対応付け
て蓄積する動作情報履歴から、取得した前記採取時刻に基づいて、前記いずれかの情報処
理装置に対応する動作情報履歴を特定し、
　取得した前記動作情報と、当該動作情報の採取時刻とを対応付けて、特定した前記動作
情報履歴として前記記憶部に蓄積する、
　処理を実行させることを特徴とする情報蓄積プログラム。
【０３０１】
（付記２）前記取得する処理は、前記複数の情報処理装置のそれぞれと通信可能である管
理装置から、前記いずれかの情報処理装置についての動作情報と、当該動作情報の採取時
刻以前における前記いずれかの情報処理装置についての動作情報の採取時刻とを取得する
ことを特徴とする付記１に記載の情報蓄積プログラム。
【０３０２】
（付記３）前記コンピュータに、
　前記いずれかの情報処理装置に対応する動作情報履歴が前記記憶部に存在しないことに
応じて、取得した前記動作情報と、当該動作情報の採取時刻とを対応付けて、動作情報履
歴として前記記憶部に蓄積する、
　処理を実行させることを特徴とする付記１または２に記載の情報蓄積プログラム。
【０３０３】
（付記４）コンピュータが、
　複数の情報処理装置のいずれかの情報処理装置についての動作情報と、当該動作情報の
採取時刻以前における前記いずれかの情報処理装置についての動作情報の採取時刻とを取
得し、
　前記コンピュータがアクセス可能な記憶部に記憶される履歴であって、前記複数の情報
処理装置のそれぞれについて取得した前記動作情報と取得した前記採取時刻とを対応付け
て蓄積する動作情報履歴から、取得した前記採取時刻に基づいて、前記いずれかの情報処
理装置に対応する動作情報履歴を特定し、
　取得した前記動作情報と、当該動作情報の採取時刻とを対応付けて、特定した前記動作
情報履歴として前記記憶部に蓄積する、
　処理を実行することを特徴とする情報蓄積方法。
【０３０４】
（付記５）複数の情報処理装置のいずれかの情報処理装置についての動作情報と、当該動
作情報の採取時刻以前における前記いずれかの情報処理装置についての動作情報の採取時
刻とを取得し、記憶部に記憶される履歴であって、前記複数の情報処理装置のそれぞれに
ついて取得した前記動作情報と取得した前記採取時刻とを対応付けて蓄積する動作情報履
歴から、取得した前記採取時刻に基づいて、前記いずれかの情報処理装置に対応する動作
情報履歴を特定し、取得した前記動作情報と、当該動作情報の採取時刻とを対応付けて、
特定した前記動作情報履歴として蓄積する制御部、
　を有することを特徴とする情報蓄積装置。
【０３０５】
（付記６）複数の情報処理装置に含まれ、自装置についての動作情報を採取し、自装置に
ついての動作情報を採取する都度、採取した前記動作情報と、当該動作情報の採取時刻以
前における自装置についての動作情報の採取時刻とを出力する情報処理装置と、
　前記情報処理装置についての動作情報と、前記採取時刻とを取得し、記憶部に記憶され
る履歴であって、前記複数の情報処理装置のそれぞれについて取得した前記動作情報と取
得した前記採取時刻とを対応付けて蓄積する動作情報履歴から、取得した前記採取時刻に
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基づいて、前記情報処理装置に対応する動作情報履歴を特定し、取得した前記動作情報と
、当該動作情報の採取時刻とを対応付けて、特定した前記動作情報履歴として前記記憶部
に蓄積する情報蓄積装置と、
　を有することを特徴とする情報蓄積システム。
【０３０６】
（付記７）前記情報処理装置は、
　前記複数の情報処理装置のいずれかが実行するプロセスを含む業務処理の識別情報を受
け付けたことに応じて、自装置が実行するプロセスを含む業務処理の識別情報を記憶する
記憶部の記憶内容に、受け付けた前記業務処理の識別情報が記憶されているか否かを判定
し、
　前記業務処理の識別情報が記憶されていると判定したことに応じて、自装置の動作情報
を採取する、
　ことを特徴とする付記６に記載の情報蓄積システム。
【０３０７】
（付記８）前記情報処理装置は、
　前記複数の情報処理装置のいずれかが実行するプロセスを含む業務処理の実行中におけ
る自装置が実行した複数のプロセスのそれぞれの第１実行情報と、当該業務処理の実行中
以外における前記複数のプロセスのそれぞれの第２実行情報とを取得し、
　取得した前記複数のプロセスのそれぞれの第１実行情報および第２実行情報に基づいて
、当該業務処理が、自装置が実行したプロセスを含む業務処理であるか否かを判定し、
　自装置が実行したプロセスを含む業務処理であると判定したことに応じて、当該業務処
理の識別情報を前記記憶部に記憶する、
　ことを特徴とする付記７に記載の情報蓄積システム。
【０３０８】
（付記９）前記情報処理装置は、
　前記複数の情報処理装置のいずれかにおいて発生した障害の識別情報を受け付けたこと
に応じて、自装置において発生した障害の識別情報を記憶する記憶部の記憶内容に、受け
付けた前記障害の識別情報が記憶されているか否かを判定し、
　前記障害の識別情報が記憶されていると判定したことに応じて、自装置の動作情報を採
取する、
　ことを特徴とする付記６～８のいずれか一つに記載の情報蓄積システム。
【０３０９】
（付記１０）前記情報処理装置は、
　自装置が実行するプロセスの完了確認要求を受け付け、自装置において実行中のプロセ
スの識別情報を記憶する記憶部の記憶内容に、完了確認要求された前記プロセスの識別情
報が記憶されているか否かを判定し、
　前記プロセスの識別情報が記憶されていることに応じて、自装置の動作情報を採取する
、
　ことを特徴とする付記６～９のいずれか一つに記載の情報蓄積システム。
【０３１０】
（付記１１）前記情報処理装置は、
　自装置が実行するプロセスの起動確認要求を受け付け、自装置において実行中のプロセ
スの識別情報を記憶する記憶部の記憶内容に、起動確認要求された前記プロセスの識別情
報が記憶されているか否かを判定し、
　前記プロセスの識別情報が記憶されていないことに応じて、自装置の動作情報を採取す
る、
　ことを特徴とする付記６～１０のいずれか一つに記載の情報蓄積システム。
【０３１１】
（付記１２）前記情報処理装置は、
　再起動の要求を受け付けたことに応じて、自装置の再起動を行い、



(44) JP 6233107 B2 2017.11.22

10

20

30

　再起動が完了したことに応じて、再起動の完了通知を出力する、
　ことを特徴とする付記６～１１のいずれか一つに記載の情報蓄積システム。
【０３１２】
（付記１３）さらに、前記情報処理装置と通信可能な管理装置を有し、
　前記管理装置は、
　前記情報処理装置の動作情報の採取指示を受け付けたことに応じて、前記情報処理装置
に応答要求を送信し、
　前記応答要求に対する応答を受信しなかったことに応じて、前記情報処理装置に再起動
要求を出力し、
　前記情報処理装置から再起動の完了通知を受け付けたことに応じて、前記情報処理装置
に前記情報処理装置の動作情報の採取指示を送信し、
　前記情報処理装置により採取された動作情報と、当該動作情報の採取時刻以前における
前記情報処理装置についての動作情報の採取時刻とを、前記情報処理装置から取得し、
　前記情報蓄積装置に、取得した前記動作情報と取得した前記採取時刻とを送信する、
　ことを特徴とする付記１２に記載の情報蓄積システム。
【符号の説明】
【０３１３】
　１００　情報蓄積装置
　１１０　情報処理装置
　２０１　管理装置
　１２０１　受付部
　１２０２　記憶部
　１２０３　判定部
　１２０４　採取部
　１２０５　出力部
　１２０６　取得部
　１２０７　記録部
　１３０１　受付部
　１３０２　出力部
　１３０３　取得部
　１３０４　送信部
　１３０５　受信部
　１４０１　記憶部
　１４０２　取得部
　１４０３　特定部
　１４０４　記録部
　１４０５　出力部
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